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第１章  総   則 

 

第１ 目 的 

この水防計画は、水防法(昭和２４年法律第１９３号。以下「法」という。)第３３条の規定 

に基づき、伊勢崎市の区域に係わる洪水等の水害に対し、水防活動が有機的かつ効率的に行わ

れるよう水防事務の調整及びその実務のための必要な事項を定め、洪水等による水災を警戒

し、防御し、これによる被害を軽減し、もって公共の安全及び福祉を保持することを目的とす

る。 

 

第２ 定 義 

１ 水防管理団体 

   水防の責任を有する市町村又は水防事務組合若しくは水害予防組合をいう（法第２条第 

２項）。 

伊勢崎市の区域における水防管理団体は、伊勢崎市（以下「本市」という。）である。 

なお、本市は、水防上公共の安全に重大な関係がある水防管理団体として、群馬県知事 

から法第４条に基づく指定水防管理団体に指定されている。 

 

２ 水防管理者 

水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合若しくは水害予防組合の管理者をいう 

（法第２条第３項）。 

本市の水防管理者は、伊勢崎市長（以下「市長」という。）である。 

 

３ 消防機関 

消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第９条に規定する消防の機関（消防本部、消 

  防署及び消防団）をいう（法第２条第４項）。 

 

４ 消防機関の長 

法第２条第５項の規定に基づき、伊勢崎市消防長（以下「消防長」という。）をいう。 

 

５ 伊勢崎市水防本部（以下「水防本部」という。） 

本市における水防を統括するために設置される機関をいう。 

 

６ 水防本部長   市長 

 

７ 水防副本部長  伊勢崎市副市長（以下「副市長」という。） 

 

第３ 水防の責任等 

１ 市の責任 

本市は、本市の区域における水防を十分に果たすべき責任を有する（法第３条）。 

 

２ 住民の義務 

水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、 

当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させる

ことができる（法第２４条）。 

 

第４ 水防事務の処理 

水防に関係のある警報等の発表等を受け、洪水のおそれがあると認められるときから、洪 

水による危険が除去されるまでの間、この水防計画に基づいて水防事務を処理するものとす

る。 
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第２ 事務担当 

班   名 
担当課及び 

関係機関 
各 班 の 業 務 ま た は 事 務 

防災担当 安心安全課 総合調整に関すること。 

安心安全班 安心安全課 １ 水防本部の設置及び廃止に関すること。 

２ 配備体制及び水防本部命令の下達に関すること。 

３ 状況の把握及び情報収集に関すること。 

４ 災害対策に係わる協力団体の確保に関すること。 

５ 自主防災組織との連絡調整に関すること。 

６ 住民の避難に関すること。 

７ 避難場所の開設準備の調整に関すること。 

８ 行政区内担当職員との連絡調整に関すること。 

９ 風水害等対応職員との連絡調整に関すること。 

10 気象注意報・警報・特別警報等の受信及び伝達に関すること。 

11 防災行政無線の活用に関すること。 

12 災害全般の記録及び報告に関すること。 

農村整備班 農村整備課 １ 農業関係施設の巡視に関すること。 

２ 被災農業施設の応急措置に関すること。 

３ ため池及び取水・分水堰等に関すること。 

道路整備班 道路整備課 １ 部内各班の総合調整及び災害対応に関すること。 

道路管理班 道路管理課 １ 道路・橋梁及び街路樹の巡視に関すること。 

２ 被災道路・橋梁及び街路樹の応急措置に関すること。 

３ 道路等の被害の収集取りまとめ及び関係諸機関への報告等に関

すること。 

４ 土木機械等による水防活動の協力に関すること。 

治水班 治水課 １ 河川及び水路の巡視に関すること。 

２ 河川及び水路の被害の収集取りまとめ及び関係諸機関への報告

等に関すること。 

３ 水門及び樋門等に関すること。 

公園緑地班 公園緑地課 １ 公園緑地の巡視に関すること。 

２ 被災公園等の応急措置に関すること。 

区画整理班 

 

区画整理課 １ 区画整理区域内の道路・水路の巡視に関すること。 

２ 被災道路・水路の応急措置に関すること。 

水道班 上下水道局総務課 

上水道整備課 

浄水課 

１ 応急給水に関すること。 

２ 給水施設の管理保全に関すること。 

３ 被災上水道施設の応急措置に関すること。 

下水道班 下水道施設課 

下水道整備課 

１ 公共下水道施設等の災害対策及び応急措置に関すること。 

２ 水門及び樋門等に関すること。 

３ 公共下水道施設等の巡視に関すること。 

消防本部 

総務班 

 

総務課 １ 水防資器材等の調達に関すること。 

２ 消防機関の公務災害に関すること。 

３ 消防団との連絡調整及び消防団の活動記録に関すること。 

４ 消防機関の保健衛生に関すること。 

５ 消防機関の報道対応に関すること。 

６ 消防機関の広聴（苦情）に関すること。 

７ 消防機関の個人情報に関すること。 

８ 水防経費に関すること。 

消防本部 

 予防班 

 

予防課 １ 広報活動に関すること。 

２ 情報収集に関すること。 

３ 消防機関の報道対応の支援に関すること。 

４ 危険物の対応に関すること。 
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消防本部 

 警防班 

 

警防課 １ 消防機関の警防本部設置に関すること。 

２ 消防機関の警戒本部設置に関すること。 

３ 消防機関の作戦会議に関すること。 

４ 消防活動の記録に関すること。 

５ 消防機関の災害記録に関すること。 

６ 警防救助資機材の運用に関すること。 

７ 水防活動統制に関すること。 

８ 水防本部との連絡調整に関すること。 

９ 水防倉庫の管理に関すること。 

10 水防訓練に関すること。 

11 消防機関の現場指揮本部の設置に関すること。 

12 消防機関の災害現場における指揮に関すること。 

13 消防機関の災害現場における安全管理に関すること。 

14 消防機関の災害現場における情報収集に関すること。 

15 消防機関の災害現場における記録に関すること。 

16 火災原因調査及び損害調査に関すること。 

消防本部 

 救急班 

救急課 １ 火災等現場の情報収集に関すること。 

２ 救急活動の支援に関すること。 

３ 救急活動の記録に関すること。 

４ 医療機関との連携に関すること。 

５ 救急資器材の運用に関すること。 

６ 消防機関の現場指揮本部の支援に関すること。 

消防本部 

通信指令班 

通信指令課 １ 消防機関の出動指令に関すること。 

２ 消防通信統制に関すること。 

３ 消防相互応援協定等に基づく応援要請に関すること。 

４ 消防関係機関への連絡に関すること。 

５ 消防職員の非常招集に関すること。 

６ 通信記録に関すること。 

７ 気象注意報・警報・特別警報等の受信及び伝達に関すること。 

水防活動班 消 防 署 

・消 防 団 

１ 水位観測・警戒巡視及び広報に関すること。 

２ 水防作業の現地指導等に関すること。 

３ 救急活動、救助活動、避難誘導に関すること。 

４ 水防備蓄資材・物品等の配分、調達に関すること。 

５ 水防倉庫の資器材管理に関すること。 

※ 消防団は、消防長又は消防署長の管轄の下で、河川の洪水の被

害に対する警戒、防御その他の作業にあたるものとする。 

支所班 支  所 １ 支所管内の河川、道路等の状況把握及び情報収集に関するこ

と。 

２ 支所管内の災害対策に係る調整に関すること。 

３ 支所管内の被害情報の収集取りまとめ及び水防本部への報告に

関すること。 

４ 水防本部等との連絡調整に関すること。 

備考 

１ この事務分担に定めのない事項については、伊勢崎市地域防災計画に定める各部署、各

班の事務分掌による。 

２ 消防本部（各班）は、備考１のほか、伊勢崎市警防規程（平成２７年伊勢崎市消防本部

訓令甲第１号）に定める警防本部の事務分担を準用する。 
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第３ 水防本部の設置等 

１ 水防本部の設置 

⑴ 水防管理者は、洪水等により水防活動の必要があると認めるときは、本庁に水防本部を

設置し水防事務を処理する。ただし、予報の場合は、諸状況を判断のうえ必要があると認

めたときに限り設置するものとする。 

 

⑵ 水防本部事務局は、安心安全課に置く。 

 

⑶ 水防本部は、伊勢崎市地域防災計画に定める災害対策本部が設置されたときは、災害対

策本部に統合され水防事務を処理するものとする。 

 

 ２ 水防本部の廃止 

水防管理者は、本市の区域について水害が発生する危険が解消したと認めたとき、又は 

水害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、本部を廃止する。 

 

 ３ 設置、廃止の通知 

水防管理者は、水防本部を設置又は廃止したときは、直ちに次のとおり関係機関に通知 

する。 

通知先 通知の方法 連絡担当 

水防組織内の各班 庁内放送・電話・口頭・その他迅速な方法 

総務部 

安心安全課 

群馬県（伊勢崎土木事務所経

由） 電話・ファクシミリ・文書・口頭 

その他迅速な方法 伊勢崎警察 

報道機関 

 

第４ 市の伝達系統 

  第４章の洪水予報、第６章の水防警報・水位情報が国土交通省、気象庁、県から伝達され 

た場合等における本市の伝達系統は、次のとおりとする。 

 

安心安全課     総務部長      市長・副市長・教育長 

 

              各部（支所含む）  各課 

 

    通信指令課     消防長・副消防長・警防課     各課 

               

各消防署・分署 

 

消防団 

 

 

 

第３章 重要水防箇所 

 

重要水防箇所は、堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であり、洪

水等に際して水防上特に注意を要する箇所である。 

重要水防箇所の指定基準は、別表第１－１、市内の重要水防箇所は、別表第１－２、付図①及

び付図②のとおりである。 
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第４章 洪水予報 

 

第１ 気象庁が行う気象注意報・警報 

１ 注意報・警報の種類及び発表基準 

水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報の種類及び概要は次のとおりで

あり、一般の利用に適合する注意報、警報及び特別警報をもって代える。なお、水防活動

の利用に適合する特別警報は設けられていない。 

水防活動の利用に適合する注意報、警報の種類と対応する一般の利用に適合する注意報、 

警報、特別警報の種類及びそれらの発表基準は、次表のとおりである。 

水防活動の利

用に適合する

注意報・警報 

一般の利用に適

合する注意報・

警報・特別警報 

発    表    基    準 

水防活動用 

気象注意報 

大雨注意報 

（警戒レベル２） 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想されるとき

に発表 

市内の区域で下記の基準に到達することが予想される場合 

表面雨量指数基準：11、土壌雨量指数基準：100 

水防活動用 

気象警報 

大雨警報 

（警戒レベル３相当情報） 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想され

るときに発表 

市内の区域で下記の基準に到達することが予想される場合 

表面雨量指数基準：21 

 

大雨特別警報 

（警戒レベル５相当情報） 

大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

予想されるときに発表 

水防活動用 

洪水注意報 

洪水注意報 

（警戒レベル２） 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生す

るおそれがあると予想されるときに発表 

市内の区域で下記の基準に到達することが予想される場合 

流域雨量指数基準 

利根川流域＝79.7、広瀬川流域＝19.3、 

藤川流域＝5.4、韮川流域＝6.1、粕川流域＝14.2、 

早川流域＝15.1、大川流域＝4.6、荒砥川流域＝14.4 

 複合基準（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせ 

  利根川流域＝(5、79.7)、早川流域＝(5、15.1)、 

広瀬川流域＝(7、19.3)、韮川流域＝(5、5.8)、 

大川流域＝(5、4.5) 

 指定河川洪水予報による基準：利根川上流部[八斗島] 

水防活動用 

洪水警報 

洪水警報 

（警戒レベル３相当情報） 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が

発生するおそれがあると予想されるときに発表 

市内の区域で下記の基準に到達することが予想される場合 

流域雨量指数基準 

利根川流域＝99.7、広瀬川流域＝24.2、 

藤川流域＝6.8、韮川流域＝7.7、粕川流域＝17.8、 

早川流域＝18.9、大川流域＝5.7、荒砥川流域＝18.1 

 複合基準（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせ 

   早川流域＝(14、17.2)、広瀬川流域＝(12、21.7) 

韮川流域＝(8、6.4) 

 指定河川洪水予報による基準：烏川流域[岩鼻]、 

利根川上流部[八斗島] 

備考 一般の利用に適合する洪水の特別警報は設けられていない。 
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（大雨警報・洪水警報等を補足する情報） 

気象庁は、注意報、警報、特別警報を補足する情報として、浸水並びに洪水のキキクル（危険度

分布）、及び流域雨量指数の予測値を発表する。これらの概要は次のとおりである。  

種   類  内     容  

浸水キキクル 

（大雨警報（浸水害）の 

危険度分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図

上で 1km 四方の領域ごとに 5 段階に色分けして示す情報（常時

10 分毎に更新）。 

 

洪水キキクル 

（洪水警報の危険度分布） 

 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河

川及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、

地図上で概ね 1km ごとに 5 段階に色分けして示す情報（常時 10

分毎に更新）。  

 

 

 

流域雨量指数の予測値  

各河川の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険

度（大河川においては、その支川や下水道の氾濫などの「湛水

型内水氾濫」の危険度）の高まりの予測を、洪水警報等の基準

への到達状況に応じて危険度を色分けした時系列で示す情報。

流域内における雨量分布の実況と６時間先までの予測（解析雨

量及び降水短時間予報等）を用いて常時 10 分ごとに更新してい

る。 

                                                                  (気象庁HP参照) 

 

 

２ 法第１０条第１項の規定等に基づく気象注意報･警報等の伝達系統は、次のとおりである。 

 

○ 気象注意報・警報等伝達系統図 

 

 

 

 

気象情報伝送処理システム 

 

 

 

 

 

                            

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前橋地方気象台  

伊勢崎土木事務所  

伊勢崎市（安心安全課） 

 

 

 

群馬県危機管理課  

統制室     

県総合防災情報システム 

県総合防災情報システム 

防災行政無線  

（加入電話） 

群馬県水防本部  

（河川課） 
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第２ 国土交通省と気象庁が共同で行う洪水予報 

１ 洪水予報の種類及び発表の基準 

法第１０条第２項及び気象業務法第１４条の２第２項の規定に基づき国土交通省と気象 

庁が共同で発表する洪水予報の種類及び発表基準は、次のとおりである。 

洪水予報の種類 発表基準 

氾濫注意情報 

（洪水注意報） 

（警戒レベル２相当情報） 

予報区域の基準水位観測所（基準水位観測所が複数ある時は最も危

険度の高い基準）の水位が氾濫注意水位に到達し、更に水位上昇が

見込まれるとき。 

氾濫警戒情報 

（洪水警報） 

（警戒レベル３相当情報） 

予報区域の基準水位観測所（基準水位観測所が複数ある時は最も危

険度の高い基準）の水位が一定時間後に氾濫危険水位に到達するこ

とが見込まれるとき、又は、避難判断水位に到達し、更に水位上昇

が見込まれるとき。 

氾濫危険情報 

（洪水警報） 

（警戒レベル４相当情報） 

予報区域の基準水位観測所（基準水位観測所が複数ある時は最も危

険度の高い基準）の水位が氾濫危険水位に到達したとき、又は、急

激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、更に水位の上昇

が見込まれるとき。 

氾濫発生情報 

（洪水警報） 

（警戒レベル５相当情報） 

氾濫が発生したとき。 

氾濫注意情報 

（警戒情報解除） 

洪水注意報 

（警報解除） 

避難判断水位を下回ったとき。 

氾濫注意情報解除 

（洪水注意報解除） 
氾濫注意水位を下回ったとき。 

 

２ 洪水予報の実施河川名・実施区域・基準水位観測所・水位情報 

発表者：国土交通省関東地方整備局・気象庁大気海洋部 

河

川

名 

洪水予報実施区域 
洪水予報基準 

水位観測所 

水 

防 

団 

待 

機 

水 

位 

氾 

濫 

注 

意 

水 

位 

避 

難 

判 

断 

水 

位 

氾 

濫 

危 

険 

水 

位 

計 

画 

高 

水 

位 左岸 右岸 名称 所在地 

利

根

川 

自 伊勢崎市柴

町字小泉 1555

番地先 

 

至 茨城県猿島

郡境町字北野

1920 番地先 

自 佐波郡玉村

町大字小泉字

飯玉前 70 番 6

地先 

至 江戸川分派

点 

八斗島 
伊勢崎市 

八斗島町 

0.80 

 m 

1.90 

 m 

3.10 

 m 

4.10 

 m 

5.28 

 m 

栗 橋 
埼玉県 

久喜市栗橋 

2.70 

 m 

5.00 

 m 

7.60 

 m 

9.20 

 m 

9.90 

 m 

広

瀬

川 

自 伊勢崎市境

中島字向川原

10番1地先 

 

至 利根川への

合流点 

自 伊勢崎市境

中島字石島

1082 番 1 地

先 

至 利根川への

合流点 

八斗島 
伊勢崎市 

八斗島町 

0.80 

 m 

1.90 

 m 

3.10 

 m 

4.10 

 m 

5.28 

 m 

※観測所の位置は、付図⑥水防倉庫及び水位観測所位置図（市外は除く。）を参照 
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【参考 水位情報について】 

     

 

 

 

氾濫危険水位 

避難判断水位 

氾濫注意水位 

水防団待機水位 

 

 普段の水位 

 

 

※ 氾濫危険水位 

  ・市町村長の避難指示の発令判断の目安となる水位 

  ・住民の避難判断の参考となる水位 

 

※ 避難判断水位 

 ・市町村長の高齢者等避難の発令判断の目安となる水位 

 ・住民の氾濫に関する情報への注意喚起となる水位 

 

※ 氾濫注意水位 

・水防団の出動の目安となる水位 

 

※ 水防団待機水位 

・水防団が出動のために待機する目安となる水位 
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３ 洪水予報の伝達系統 

国土交通省と気象庁が共同で発表する洪水予報の伝達系統は、次のとおりである。 

また、洪水予報の発表状況は、気象庁ホームページ、群馬県総合防災情報システム端末か 

らも情報を得ることができる。 

なお、指定河川洪水予報は、気象庁又は気象台から気象注意報・警報と同様に伝達されま

す。 

 

○ 利根川上流部(八斗島) 基本系 

 

                     建設FAX 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 利根川上流部（八斗島） 補助系 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢崎市消防本部（通信指令課） 

伊勢崎土木事務所  伊勢崎市（安心安全課） 

関東地方整備局  群馬県河川課  

TEL ２５-４０１０ 

FAX ２１-１０４６ 

TEL ２４-５１１１ 内線５３２７ 

FAX ２６-６１２３ 

NTT、NTT-FAX、E メール 

TEL ０２７-２２６-３６１９・３６１４・３６１７ 

FAX ０２７-２２４-１３６８ 

防災行政無線  

伊勢崎市消防本部（通信指令課） 

TEL ２５-３５１０ 

FAX ２５-３６１３ 

八斗島出張所  

伊勢崎市（安心安全課） 

関東地方整備局  利根川上流河川事務所  

TEL ３２-０１６８ 

FAX ３２-０５３６ 

TEL ２４-５１１１  内線５３２７ 

FAX ２６-６１２３ 

NTT、NTT-FAX、E メール 

 

TEL ０４８０-５２-９８３９（災害対策室） 

FAX ０４８０-５２-９８５２（   〃   ） 

伊勢崎土木事務所  
TEL ２５-４０１０ 

FAX ２１-１０４６ 

河川情報センター 

国交省 FAX 

 

 

国交省 FAX 

E メール 

 

 

E メール 

 

 

TEL ２５-３５１０ 

FAX ２５-３６１３ 

NTT-FAX、E メール 
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○  烏川・神流川 基本系 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 烏川・神流川 補助系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

第５章 洪水予報時の処置 

 

洪水予報の通報を受けたときの住民への周知、避難誘導等の処置については、伊勢崎市地域防

災計画の「３．風水害・雪害災害応急対策編 第１章 災害発生直前の対策」の定めるところに

よる。        （別表第４「指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所」 参照） 

 

 

 

 

 

 

高崎河川国道事務所  群馬県河川課  

NTT、NTT-FAX、E メール 
伊勢崎土木事務所  

伊勢崎市消防本部（通信指令課） 

伊勢崎市（安心安全課） 

TEL ０２７-２２６-３６１９・３６１４・３６１７ 

FAX ０２７-２２４-１３６８ 

TEL ２４-５１１１ 内線５３２７ 

FAX ２６-６１２３ 

TEL ２５-４０１０ 

FAX ２１-１０４６ 

TEL ２５-３５１０ 

FAX ２５-３６１３ 

高崎河川国道事務所  

河川情報センター 

伊勢崎市（安心安全課） 

TEL ２４-５１１１ 内線５３２７ 

FAX ２６-６１２３ 

伊勢崎土木事務所  

TEL ２５-４０１０ 

FAX ２１-１０４６ 

防災行政無線  

ＮＴＴ－ＦＡＸ、E メール 

 

TEL ０２７-３４５-６０６２ 

FAX ０２７-３４５-６０９７ 

国交省 FAX 

 

 

NTT、国交省 FAX、E メール 

 

 

E メール 

 

 



  - 12-  

第６章 水防警報・水位情報の通知及び周知 

 

第１ 国土交通省及び県が行う水防警報又は水位情報の通知及び周知の発表基準 

１ 法第１６条に基づき国土交通省又は県が行う水防警報の発表基準 

種類、内容及び発表基準は、おおむね次のとおりである。 

種類 内      容 発  表  基  準 

待機 

１ 不意の出水あるいは水位の再上昇等が予想される

場合に、状況に応じて直ちに水防機関が出動できる

ように待機する必要がある旨を警告するもの 

 

２ 水防機関の出動期間が長引くような場合に、出動

人員を減らしてもさしつかえないが、水防活動をや

めることはできない旨を警告するもの 

１  気象予・警報等あるい

は、河川状況により、特に

必要と認めるとき。 

 

２  水防団待機水位に達し

たとき。または、氾濫注意

水位以下に下降したとき。 

（知事のみ） 

準備 

水防に関する情報連絡、水防資機材の準備、水門機

能等の点検、通信及び輸送の確保等に努めるとともに、

水防機関に出動の準備をさせる必要がある旨を警告す

るもの 

雨量、水位、流量その他の河

川状況により必要と認める

とき。 

出動 水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの 

洪水注意報等により氾濫注

意水位を越えるおそれがあ

るとき。 

または水位・流量等その他河

川の状況により必要と認め

るとき。 

指示 

水位、滞水時間その他水防活動上必要な状況を明示

するとともに、越水、漏水、法崩、亀裂その他河川状況

より警戒を必要とする事項を指摘し警告するもの 

洪水警報等により、または、

既に氾濫注意水位を越え災

害の起こるおそれがあると

き。 

解除 

水防活動を必要とする増水状況が解消した旨及び当

該基準水位観測所ごとによる一連の水防警報を解除す

る旨を通告するもの 

（国土交通大臣） 

氾濫注意水位以下に下降し

たとき、または氾濫注意水位

以上であっても水防作業を

必要とする河川状況が解消

したと認めるとき。 

（知事） 

水防団待機水位以下に下降

したとき、または水防団待機

水位以上であっても水防作

業を必要とする河川状況が

解消したと認めるとき。 

 

 

２ 県が行う水位情報の通知及び周知の発表基準 

基準水位観測所で、氾濫危険水位（特別警戒水位）に達したとき、発表を行うこととさ 

れているが、可能な範囲で情報を追加して発表を行うものとされている。 
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第２ 国土交通省が水防警報を行う指定河川・実施区域・基準水位観測所・水位情報 

                                             発表者：利根川上流河川事務所 

指

定

河

川 

水防警報実施区域 基準水位観測所 水
防
団
待
機
水
位 

氾
濫
注
意
水
位 

避
難
判
断
水
位 

氾
濫
危
険
水
位 

計
画
高
水
位 

左 岸 右 岸 名 称 所在地 

利 

根 

川 

自 伊勢崎市柴町

字小泉 1555 番

地先 

 

至 太田市古戸町

75 番 1 地先 

自 佐波郡玉村町

大字小泉字飯

玉前 70 番 6

地先 

至 熊谷市俵瀬字

千通 780 番 1

地先 

八斗島 
伊勢崎市 

八斗島町 

0.80 

m 

1.90 

m 

3.10  

m 

4.10   

 m 

5.28  

 m 

広 

瀬 

川 

自 伊勢崎市境中

島字向川原 10

番 1 地先 

至 幹川合流点 

自 伊勢崎市境中

島字石島 1082

番 1 地先 

至 幹川合流点 

八斗島 
伊勢崎市 

八斗島町 

0.80 

m 

1.90 

m 

3.10  

m 

4.10   

 m 

5.28  

 m 

 

 

第３ 県が水防警報又は水位情報の通知及び周知を行う河川・区域・基準水位観測所・基準水位 

河 

川 

名 

区 域 

基準 

水位 

観測所 

基準水位（ｍ）  氾濫 

開始

相当

水位 

発表者 水防団 

待機 

水位 

氾濫 

注意 

水位 

避難 

判断 

水位 

氾濫 

危険 

水位 

利 

根 

川 

左岸:坂東橋（渋川市北橘町下箱田）  

～直轄上流端（伊勢崎市柴町） 

 

右岸:大正橋（渋川市下郷）  

  ～直轄上流端（佐波郡玉村町小泉） 

大正橋 3.70 4.60 5.70 6.69 7.85 
渋川土木 

事務所長 

県庁裏 3.00 3.50 3.68 4.88 6.48 
前橋土木 

事務所長 

上福島 2.50 3.70 3.70 5.24 8.43 
伊勢崎土木 

事務所長 

広 

瀬 

川 

左岸:桃ノ木川合流点（前橋市上増田町）

～利根川合流点 

右岸:桃ノ木川合流点（前橋市駒形町）  

～利根川合流点 

三 光 2.00 2.50 2.80 3.82 5.54 〃 

下武士 3.00 4.00 6.00 6.65 7.94 〃 

粕 

川 

左岸:赤堀橋（伊勢崎市市場町） 

～広瀬川合流点 

右岸:赤堀橋（伊勢崎市赤堀今井町）  

～広瀬川合流点 

八 幡 2.00 3.10 3.90 4.39 5.49 〃 

境保泉 2.80 4.20 ― ― ― 
〃 

(水防警報のみ ) 

韮 

川 

左岸:伊勢崎市韮塚町～広瀬川合流点  

 

右岸:伊勢崎市韮塚町～広瀬川合流点 

堀 口 1.10 1.40 1.70 2.20 2.32 
伊勢崎土木 

事務所長 

松原橋 2.10 2.80 3.30 3.87 4.42 〃 

荒 

砥 

川 

左岸:大川橋（前橋市大胡町） 

～広瀬川合流点 

右岸:大川橋（前橋市大胡町） 

～広瀬川合流点 

大 胡 1.80 2.20 3.70 3.97 4.72 
前橋土木 

事務所長 

下増田 2.20 2.60 3.10 3.62 5.07 〃 

※観測所の位置は、付図⑥水防倉庫及び水位観測所位置図（市外は除く。）を参照 

※荒砥川の区域について、広瀬川合流点付近の一部に本市が含まれている。 
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第４ 水防警報又は水位情報の伝達系統 

 

１ 国土交通省が行う水防警報の伝達系統 

 

◎利根川（八斗島） 基本系 

利根川上流  群馬県  伊勢崎土木事務所  伊勢崎市（安心安全課） 

河川事務所  水防本部 

（防災対策課長） （河川課）           伊勢崎市消防本部（通信指令課） 

        

◎利根川（八斗島） 補助系 

利根川上流河川事務所  伊勢崎土木事務所  伊勢崎市（安心安全課） 

八斗島出張所 

伊勢崎市消防本部（通信指令課） 

 

 

 

２ 県が行う水防警報又は水位情報の伝達系統 

 

◎本市区域内及び上福島の観測所の情報による系統 

伊勢崎土木事務所     伊勢崎市（安心安全課） 

 

                 伊勢崎市消防本部（通信指令課） 

 

◎本市区域以外の観測所の情報による系統 

渋川土木事務所（大正橋） 

前橋土木事務所（県庁裏、大胡、下増田）   伊勢崎市（安心安全課） 

 

 

伊勢崎土木事務所    伊勢崎市消防本部（通信指令課） 

 

 

 

 

※ 雨量及び水位情報等は、国土交通省又は県が行う水防警報及び水位情報の通知及び周知によ 

るほか、次の方法により情報収集にあたる。 

 

ホームページ 「国土交通省 川の防災情報」「群馬県水位雨量情報システム」 

「群馬県リアルタイム水害リスク情報システム」「気象庁」 

群馬県総合防災情報システム端末 
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第７章 堰及び水門の操作 

 

第１ 堰及び水門（以下「水門等」という。）の責任者は、水防上必要な気象等の状況の通知を 

受けたときは、直ちに水門等の操作者に連絡しなければならない。 

 

第２ 水門等の操作は、水防本部内で雨量水位等情勢を判断し、責任者に開閉させるものとす

る。また、水防本部の指示により開閉を行い終了した場合には、直ちに水防本部に報告する

ものとする。 

   水防本部は、水門等の操作の終了報告を受けたときは、直ちに伊勢崎土木事務所に報告す

るものとする。 

 

第３ 水門等の責任者は、気象等の状況の通知を受けた後は、水位の変動を監視し、必要な操作

を行うとともに、水門等及び付近に異常を認めたとき、又は操作等に人員を要するときは、

直ちに水門等の管理者に報告しなければならない。 

 

第４ 水門等の管理者は、毎年出水期に先立ち、操作に支障のないように点検整備を行わなけれ

ばならない。 

 

第５ 水防上重大な関係を有する水門等は、別表第２及び付図③、④、⑤のとおりである。 

 

 

 

 

 

第８章 水防施設及び輸送 

 

第１ 水防倉庫及び水防資器材は、別表第３及び付図⑥のとおりである。 

充用後は、理由と数量を速やかに水防管理者に報告するものとする。 

 

第２ 輸送の確保 

水防時における輸送経路については、水防本部において管内各所からの通報に基づき、そ  

の状況を把握し、通行路線を的確に定め、輸送の正確を図るものとする。 
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第９章 水 防 活 動 

 

第１ 職員の非常配備 

水防管理者は、県より水防警報等の通知を受けたとき、又は洪水等による危険があると予 

想されたときは、次の基準により非常配備につかせるものとする。 

配備区分 発令基準 配備内容 

初期配備 

前橋地方気象台から大雨・

洪水のいずれかの注意報が発

せられたとき。 

水防本部設置前の警戒態勢とし、情報収集

活動等が円滑に行い得る必要最小限度の配備

とする。 

１号配備 

今後の気象状況に注意と警

戒を必要とするが、予想され

る事態発生まで、かなりの時

間的余裕のあるとき。 

水防本部設置の配備態勢とし、情報収集活

動等を主とし、事態の推移によっては、直ち

に２、３号配備の動員、その他の活動ができ

る態勢 

(各所属の約２５％に相当する人数) 

２号配備 

水防事態が予想され、水防

活動の開始が考えられると

き。 

水防事態が発生すれば、そのまま水防活動

が遅滞なくできる態勢 

 (各所属の約５０％に相当する人数) 

３号配備 
事態が切迫し、水防活動の

必要が予想されるとき。 

職員全員によって、水防活動ができる態勢 

      (全職員) 

注意事項 

１ この指令は、事態に応じ１号配備から直ちに３号配備を発令する場合も

ある。 

２ 水防組織を構成する各班は、常に気象状況の変化に注意し、水防指令の

発令が予想されるときは、自発的に出動しなければならない。 

３ １号配備以上又は水防本部長・消防長の待機指示があった場合には、職

員は自宅待機等をしなければならない。 

４ 消防職員の配備は、消防本部で定める非常招集基準による。 

５ 消防団員の配備は、消防団長が決定する。 

 

第２ 水防活動 

１ 巡視警戒 

⑴ 水防管理者は、気象又は水防の予警報が発せられたときや気象状況により水防の必要が

予知される場合又は地震による堤防の漏水、沈下等のおそれがある場合は、巡視員を派遣

して区域内の堤防その他水防に関する工作物等の巡視警戒にあたる。 

 

⑵ 巡視員は、水防上危険である箇所を発見したときは、直ちに水防管理者に報告しなけれ

ばならない。 

なお、巡視にあたって留意すべき事項は、おおむね次のとおりである。 

ア 川側堤防斜面の亀裂又は欠け崩れ 

イ 堤防の上端の亀裂又は沈下 

ウ 居住地側の堤防斜面の漏水又は飽水からによる亀裂 

エ 排・取水門の両袖又は底部からの漏水及び扉の締まり具合 

オ 橋梁その他の構造物と取付部分の異常 

カ 堤防から水があふれる状況 

 

⑶ 消防団は、管轄する区域における河川等の巡視・警戒等にあたる。 

 

⑷ 別表第１－２に掲げる重要水防箇所は、巡視警戒上、重要な箇所である。 
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２ 水防活動 

水防管理者は、水防法第１６条の規定に基づく水防警報が発令されたとき、又は河川の水

位が知事の定める氾濫注意水位（警戒水位）に達したとき、その他水防上必要があると認め

るときは、消防機関を次に定める基準により出動させ、又は出動の準備をさせなければなら

ない。この場合、次頁の付表１により直ちに出動状況を土木事務所長に報告するものとす

る。 

 

⑴ 待 機 

待機命令は、次の状況の際に発するものとし、消防機関の連絡員を本部に詰めさせるも

のとする。また、消防長は、その後の情勢を把握することに努めるとともに、状況に応じ

て消防機関の要員を直ちに、次の段階に入れるような態勢におくものとする。 

待機基準 

１ 洪水予・警報等、河川状況により必要と認められると

き。 

２ 県水防本部が待機の態勢に入ったとき。 

３ 水防警報（待機）が発せられたとき。 

 

⑵ 出動準備 

出動準備命令は、次の状況の際に発するものとし、消防機関の責任者は、所定の詰所に

集合し、水位観測所、堤防巡視等のため、一部要員を出動させること。 

出動準備基準 

１ 河川の水位が水防団待機水位に達し、なお上昇のおそ

れがあり、かつ出動の必要が予想されるとき。 

２ 気象状況等により水害の危険が予知されるとき。 

  

⑶ 出 動 

出動命令は、次の状況の際に発令するものとし、消防機関の全員が所定の詰所に集合

し、警戒配備につくものとする。 

出動基準 

１ 水防警報（出動）が発せられたとき。 

２ 河川の水位が氾濫注意水位に達したとき。 

３ 急激な豪雨があったとき。 

４ 堤防に特に危険な箇所がある場合等で、水防活動を行

う必要が認められるとき。 

 

⑷ 解 除 

解除基準 

１ 水防活動を必要とする増水状況が解消したと水防管理

者が判断したとき。 

２ 当該基準水位観測所ごとによる一連の水防警報が解除

されたとき。 
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様式ー１

市 地先

群馬県 町

村

水防作業の概

要および工法

備　　　　考

　作業概要：

　実施工法名：

（概略の作業量）

出  動  人  員

水 防 団 員 そ の 他 合    計

 付  表　  1　　

水防活動速報報告書

   左

川  岸

消 防 団 員

水防実施箇所

日　　　　時 　　　　　　　      月　　　  　 日　　　　  時現在

(水防管理団体名：　　　　 　 )
令和　　  年　 　 月　　  日
作成責任者

   右
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３ 安全配慮 

水防活動（水防作業・避難誘導）は、水防活動に従事する者自身の安全確保に留意して実

施するものとし、安全確保のために配慮すべき事項は、おおむね次のとおりである。 

 

⑴ 水防活動時にはライフジャケットを着用する。 

 

⑵ 水防活動時の安否確認を可能にするため、非常時でも利用可能な通信機器を携行する。  

 

⑶ 水防活動時には、ラジオの携行等、最新の気象情報を入手可能な状態で実施する。  

 

⑷ 指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止するため隊員

を随時交代させる。 

 

⑸ 水防活動は原則として複数人で行う。 

 

⑹ 水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。 

 

⑺ 指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、隊員の安全を確保するため、必要に応

じ、速やかに退避を含む具体的な指示や注意を行う。 

 

⑻ 現場活動中、隊員が自身の危険性が高いと判断したときは、自身の避難を優先する。 

 

 ４ 緊急通行 

   水防のため緊急の必要がある場所に赴くときは、消防機関に属する者及び水防管理者から

委任を受けた者は、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通

行することができる。 

  

 ５ 警戒区域の指定 

   水防上緊急の必要がある場所においては、消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水

防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域

からの退去を命ずることができる。 

 

 ６ その他 

   消防団の水防活動の詳細については、別に定める。 

 

 

 

第１０章 決壊時の処置 

 

第１ 通 報 

堤防その他の施設に決壊及びこれに準ずべき事態が生じたときは、水防管理者は、直ちに土 

木事務所長、利根川上流河川事務所(八斗島出張所経由)及び氾濫する方向の隣接水防管理者に

通報しなければならない。 

なお、水防管理者は、決壊後であっても、できる限り氾濫による被害が拡大しないように努 

めなければならない。 

 

第２ 避難のための立退き 

１ 立退きの指示 

水防管理者は、洪水による著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と認める 

区域の居住者に対し、信号及び広報車等を利用し、避難のための立退き又はその準備を指示

するとともに、当該区域を管轄する警察署長に通報するものとする。 
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２ 立退き予定地等住民への周知 

水防管理者は、当該区域を管轄する警察署長及び消防長と協議のうえ、立退き予定先、経 

路等を選定し、住民に周知徹底しておくものとする。 

避難場所は別表第４のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

第１１章 水防標識・信号及び身分証明 

 

第１ 水防標識 

水防作業を、迅速かつ規律正しい団体行動とするため、次の標識を定める。  

１ 水防要員の標識 

⑴ 市職員の標識は、所定の作業服の着用をもって水防標識に替える。 

⑵ 消防機関に属する者の標識は、伊勢崎市消防吏員の貸与品に関する規則（平成１７年伊

勢崎市規則第１８２号）及び伊勢崎市消防団員の貸与品に関する規則（平成１７年伊勢崎

市規則第１８９号）に定める服装の着用をもって水防標識に替える。 

 

２ 水防用車両の標識 

水防用緊急自動車は、消防用自動車又は救急用自動車をもってこれに替える。 

 

第２ 水防信号 

法第２０条第１項の規定により水防に用いる信号は、次のとおりである。 

（平成６年２月２２日群馬県告示第１０６号） 

種 類 説   明 警鐘信号 サイレン信号 

第１信号 

消防機関に属する者の

全員が出動すべきこと

を知らせるもの 

○－○－○ ○－○－○ 

○－○－○ 

５秒 ６秒 ５秒 ６秒 ５秒 ６秒 

○－休止   ○－休止  ○－休止 

第２信号 

必要と認める区域内の

居住者に避難のため立

ち退くべきことを知ら

せるもの 

乱 打 
３秒 ２秒 ３秒 ２秒 ３秒 ２秒 

○－休止  ○－休止  ○－休止 

備 考 

１ 信号は適宜の時間継続すること。 

２ 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げないこと。 

３ 危険が去ったときは、口頭伝達等により周知させるものとする。 

４ 地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて水防信号を発する。 
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第３ 身分証明書 

法第４９条第２項の規定により本市の水防要員が携帯する証票は、次のとおりとする。ただ

し、消防職員は「消防職員手帳」又は「立入検査証」を、消防団員は「消防団員証」をもって

これに替える。 

（表）                   （裏） 

第    号 

身 分 証 票 
  職氏名 

  生年月日 

 

上記の者は水防法第４９条に基づく 

職員であることを証する。 

年   月   日 

 

伊勢崎市長          印 

 水防法抜粋 

第４９条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計

画を作成するために必要があると認めるときは、

関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職

員、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属す

る者をして必要な土地に立ち入らせることができ

る。 

２ 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防

機関に属する者は、前項の規定により必要な土地

に立ち入る場合においては、その身分を示す証票

を携帯し、関係人の請求があったときは、これを

提示しなければならない。  

 

 

 

 

 

第１２章 協力応援 

 

第１ 河川管理者の協力及び援助（直轄河川） 

河川管理者国土交通省関東地方整備局長は、自らの業務に照らし可能な範囲で、本市が行う 

水防のための活動に次の協力を行う。 

１ 本市に対して、河川に関する情報（川の水位、河川管理施設の操作状況に関する情報、Ｃ

ＣＴＶの映像、ヘリ巡視の画像）の提供 

 

２ 本市に対して、氾濫（決壊又は溢流）想定地点ごとの氾濫水到達市町村の事前提示、及び

水防管理者等から異常な漏水等についての通報を受けた場合には通報すべき関係者（関係機

関・団体）の提示 

 

３ 堤防又はダムが決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したとき（氾濫

発生情報を発表する場合を除く。）、河川管理者による関係者及び一般への周知 

 

４ 重要水防箇所の合同点検の実施 

 

５ 本市が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

 

６ 本市の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管理者の応急復旧資器材又は

備蓄資器材の提供 

 

７ 本市の人材で不足するような緊急事態に際して、水防に関する情報又は資料を収集し、及

び提供するための職員の派遣 
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第２ 河川管理者の協力及び援助（県管理河川） 

河川管理者群馬県知事は、自らの業務に照らし可能な範囲で、本市が行う水防のための活動

に次の協力を行う。 

１ 本市に対して、河川に関する情報（県管理河川の水位、河川管理施設の操作状況に関する

情報）の提供 

 

２ 本市に対して、氾濫（決壊又は溢流）想定地点ごとの氾濫水到達市町村の事前提示、及び

水防管理者等から異常な漏水等についての通報を受けた場合には通報すべき関係者（関係機

関・団体）の提示 

 

３ 堤防又はダムが決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したとき（氾濫

発生情報を発表する場合を除く。）、河川管理者による関係者及び一般への周知 

 

４ 重要水防箇所の合同点検の実施 

 

５ 本市が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

 

６ 本市の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管理者の応急復旧資器材又は

備蓄資器材の提供 

 

７ 本市の人材で不足するような緊急事態に際して、水防に関する情報又は資料を収集し、及

び提供するための職員の派遣 

 

第３ 水防管理者は、水防のため緊急の必要がある時は、他の水防管理者、市町村長又は消防長

に対し、応援要請を行うものとする。 

 

第４ 他の水防管理者等から応援を求められたときは、本市において水防活動を行う必要がある

ため応援の余裕がない場合その他やむを得ない事情がある場合以外は、応援を行うものとす

る。 

 

第５ 応援出動する部隊は、次のとおりとする。 

１ 消防本部の応援部隊は、消防長が指名する。 

２ 消防団の応援部隊は、消防団長が指名する。 

 

第６ 法第２３条の規定により、応援のために要する費用は、応援を求めた水防管理団体が負担

するものとし、細部については、その都度協議して定めるものとする。 
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第１３章 埼玉県との水防事務（対象河川・利根川） 

 

第１ 群馬県と埼玉県は、両県が所管する雨量、水位情報、洪水予報、水位情報、水防警報、両

県双方に関係する水防活動情報及び被害情報、両県双方の水防計画等について、情報を交換

する。 

 

第２ 伝達系統 

◎群馬県から埼玉県へ 

群馬県水防本部 → 埼玉県水防本部 → 埼玉県各水防支部 → 関係水防管理団体  

 

◎埼玉県から群馬県（本市）へ 

埼玉県水防本部 → 群馬県水防本部 → 伊勢崎土木事務所 → 伊勢崎市 

 

第３ 群馬県及び埼玉県は、応援活動が両県にまたがるときは、水防管理団体間の連絡、応援内

容及び方法の調整、水防情報の提供、費用の負担協議が定まらないときの調整等について、

支援、調整する。 

 

第４ 本市と埼玉県の水防管理団体等との応援内容は、部隊の派遣、水防用資器材の提供その他

の応援活動全般とする。 

 

第５ 応援の方法 

１ 応援のため派遣された者は、応援を求めた水防管理者の指揮の下に行動するものとする。  

２ 応援のために要する費用は、応援を求めた水防管理団体が負担するものとし、細部につい

ては、その都度協議して定めるものとする。 

３ 消防長が埼玉県の水防管理者等から応援要請を受けた場合は、本市水防管理者に意見を求

める。 
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第１４章 関係機関 

機    関    名 所  在  地 電話 NTTFAX 番号 

国 

関 

係 

国土交通省利根川上流河川事務所 埼玉県久喜市 0480-52-3956 0480-52-9529 

  〃      八斗島出張所 伊勢崎市八斗島町 32-0168 32-0536 

国土交通省高崎河川国道事務所 高崎市 027-345-6041 027-345-6091 

  〃       高崎出張所  〃 027-322-2597 027-322-2592 

前橋地方気象台 前橋市 027-896-1220 027-896-1593 

群 

馬 

県 

関 

係 

群馬県庁（代表）  〃 027-223-1111  

群馬県水防本部（群馬県河川課）  〃 
027-226-3619 

3614 

3617 

027-224-1368 

群馬県総務部危機管理課  〃 027-226-2244 027-221-0158 

伊勢崎土木事務所 伊勢崎市安堀町 25-4010 21-1046 

前橋土木事務所 前橋市 027-234-4224 027-236-7589 

渋川土木事務所 渋川市 0279-22-4055 0279-23-9280 

本 

市 

関 

係 

伊勢崎市役所（代表） 伊勢崎市今泉町二丁目 24-5111 26-6123 

伊勢崎市安心安全課  〃 27-2706 26-6123 

赤堀支所 伊勢崎市西久保町一丁目 62-1151 62-7638 

あずま支所 伊勢崎市東町 62-1311 62-5542 

境支所 伊勢崎市境 74-1111 74-6417 

消 

防 

機 

関 

伊勢崎市消防本部（代表） 伊勢崎市今泉町二丁目 25-3510 25-3613 

〃    警防課  〃 25-3916 26-9995 

伊勢崎消防署  〃 25-3918 25-3650 

〃    北分署 伊勢崎市鹿島町 25-5247 50-8198 

〃    南分署 伊勢崎市堀口町 32-0062 32-9695 

〃    西分署 伊勢崎市宮古町 21-4545 50-8126 

赤堀消防署 伊勢崎市西久保町二丁目 62-0230 62-0119 

東消防署 伊勢崎市東小保方町 62-8980 40-9167 

境消防署 伊勢崎市境木島 27-9119 76-0019 

玉村消防署 佐波郡玉村町 65-2982 65-3157 

そ 

の 

他 

伊勢崎警察署 伊勢崎市鹿島町 26-0110 23-7033 

玉村町役場 佐波郡玉村町 65-2511 65-2592 

玉村町交番 佐波郡玉村町 65-2052 65-2052 

埼玉県庁 埼玉県さいたま市 048-824-2111  

埼玉県河川砂防課  〃 048-830-5137 048-830-4865 
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第１５章 公用負担 

 

第１ 公用負担権限委任証 

公用負担を命ずる権限を行使する者は、以下の公用負担権限委任証を携行し、必要がある場

合は、これを提示するものとする。 

公 用 負 担 権 限 委 任 証 

 

職     氏名 

 

上記の者に、○○区域における水防法第２８条第１項の権限行使を委任した 

ことを証明する。 

 

  年  月  日 

 

  

 

第２ 公用負担命令票 

法第２８条の公用負担を命ずる権限を行使する者は、以下の公用負担命令票を２通作成  

し、その１通を目的物の所有者、管理者又はこれに準ずる者に交付するものとする。  

公 用 負 担 命 令 票  

負担者 

住所               氏名 

 

 

 

 ※水防法抜粋 

（公用負担） 

  第２８条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、

水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しく

は収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障

害物を処分することができる。 

  ２ 前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場において、

必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車両その他の運搬用機

器若しくは排水用機器を使用することができる。 

  ３ 水防管理団体は、前二項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補

償しなければならない。 

 

 

物 件  数 量  （負担内容・使用内容処分） 期 間  摘 要  

   年    月    日  

伊  勢 崎  市  長        印  

伊  勢 崎  市  長        印  
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第１６章 水防配備の解除 

 

水防管理者は、水位が水防団待機水位以下に減じ、かつ、危険がなくなったとき等、配備の必

要がなくなったと認めたときは、水防の非常配備体制の解除を命ずるとともに一般に周知させ、

その旨を土木事務所長に報告するものとする。 

 

 

 

 

 

第１７章 被害報告 

 

 水害の発生した場合の被害調査及び報告については、伊勢崎市地域防災計画の「３．風水害・雪

害災害応急対策編 第２章 第１節 災害情報の収集・連絡」の定めによるものとする。 

 

 

 

 

 

第１８章 水防報告 

 

第１ 水防活動に従事した各班及び消防団等は、水防活動終了後、速やかに水防実施状況を水防

管理者に報告するものとする。 

 

第２ 水防管理者は、上記第１の報告内容について取りまとめ、水防活動終結後、２日以内に県

水防計画の定めによる次頁の付表２の⑴（水防実施状況報告書）、⑵（水防実施箇所別表）及

び⑶（水防活動報告書）により土木事務所を経由し、知事に報告するものとする。 
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第１９章 会議及び訓練 

 

第１ 水防会議 

１ 防災担当は、水防組織を構成する各班の担当者を招集し、年１回以上、水防会議を開催す

る。 

 

２ 水防会議は、次の項目について協議する。 

  ⑴ 水害対応について 

⑵ 水防資器材の備蓄状況について 

⑶ 水防訓練について 

⑷ その他 

 

第２ 防災会議 

  水防計画を調査審議する場合は、伊勢崎市防災会議に諮るものとする。 

（伊勢崎市防災会議条例第２条） 

 

第３ 水防訓練 

１ 指定管理団体は、毎年水防訓練を行わなければならない。（法第３２条の２） 

 

２ 水防訓練の実施は、最も効果のある時期を選び、単独又は関係団体との連合あるいは合同

で実施するものとする。 

 

３ 水防訓練は、次のとおりとする。 

⑴ 水防本部の設置及び運用訓練 

⑵ 重要水防区域の現場巡視 

⑶ 避難・広報訓練 

⑷ 工法（各水防工法）実施訓練 

⑸ 図上訓練 

⑹ 総合訓練 



別表第１－１（第３章関係）
重要水防箇所指定基準（国管理河川）

（令和6年度　利根川上流洪水対策計画書参照）

 堤防の機能に支障が生じる基盤漏水
に関係する変状の履歴があり、類似の
変状が繰り返し生じている箇所。
　基礎地盤の土質等からみて堤防の
機能に支障が生じる変状の生じるおそ
れがあり、かつ堤防の機能に支障が生
じる基礎地盤漏水に関係する変状の
履歴（被災状況が確認できるもの）が
ある箇所
　水防団等と意見交換を行い、基礎地
盤漏水が生じる可能性が特に高いと考
えられる箇所。

　橋梁その他の河川横断工作物の桁
下高等と計画高水流量規模の洪水の
水位との差が堤防の計画余裕高に満
たない箇所。

　水衝部にある堤防の前面の河床が
深掘れにならない程度に洗掘されてい
るが、その対策が未施工の箇所。

　堤防の機能に支障が生じる基礎地盤
漏水に関係する変状の履歴があり、安
全が確認されていない箇所。堤防の機
能に支障は生じていないが、進行性が
ある基盤漏水に関係する変状が集中
している箇所。
　堤防の機能に支障が生じる基礎地盤
漏水に関係する変状の履歴（被災状況
が確認できるもの）はないが、基礎地
盤漏水の土質等からみて堤防の機能
に支障が生じる変状の生じるおそれが
あると考えられる箇所。
　水防団等と意見交換を行い、基礎地
盤漏水が生じる可能性が高いと考えら
れる箇所。

　新堤防で築造後３年以内の箇
所。
　破堤跡又は旧川跡の箇所。

重　　　　　　　要　　　　　　　度

種　別

越水
 (溢水）

　計画高水流量規模の洪水の水位が
現況の堤防高を越える箇所。

　計画高水流量規模の洪水の水位と
現況の堤防高との差が堤防の計画余
裕高に満たない箇所。

階　　級

A（＝水防上最も重要な区間） B（＝水防上重要な区間） 要（＝要注意区間）

工作物

　河川管理施設等応急対策基準に基
づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管
その他の工作物の設置されている箇
所。
　橋梁その他の河川横断工作物の桁
下高等が計画高水流量規模の洪水の
水位以下となる箇所。

水衝・洗掘

　水衝部にある堤防の前面の河床が、
深掘れしているが、その対策が未施工
の箇所。
　橋台取り付け部やその他の工作物の
突出箇所で、堤防護岸の根固め等が
洗われ一部破損しているが、その対策
が未施工の箇所。
　波浪による河岸の決壊等の危険に瀕
した実績があるが、その対策が未施工
の箇所。

基礎地盤漏水

*堤防脆弱性t=冠水時間(洪水継続時間)/浸透水が裏のりに達するまでの時間

堤体漏水

　堤防の機能に支障が生じる堤体の変
状の履歴があり、類似の変状が繰り返
し生じている箇所。
  堤体の土質、法匂配等からみて堤防
の機能に支障が生じる堤体の変状の
生じるおそれがあり、かつ堤防の機能
に支障が生じる堤体の変状の履歴（被
災状況が確認できるもの）がある箇
所。
　水防団等と意見交換を行い、堤体漏
水が生じる可能性が特に高いと考えら
れる箇所。

　堤防の機能に支障が生じる堤体の変
状の履歴があり、安全が確認されてい
ない箇所。機能に支障は生じていない
が、進行性がある堤体の変状が集中し
ている箇所。
  堤防の機能に支障が生じる堤体の変
状の履歴（被災状況が確認できるも
の）はないが、堤体の土質、法匂配等
からみて堤防の機能に支障が生じる堤
体の変状の生じるおそれがあると考え
られる箇所。
　水防団等と意見交換を行い、堤体漏
水が生じる可能性が高いと考えられる
箇所。

陸閘 　陸閘が設置されている箇所。

工事施工
　出水期間中に堤防を開削す
る工事箇所又は仮締切等によ
り本堤に影響を及ぼす箇所。

新堤防・破堤跡・旧川跡
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（令和6年度　群馬県水防計画参照）

重　　　　　　　要　　　　　　　度

種　別
階　　級

A（＝水防上最も重要な区間） B（＝水防上重要な区間） 要（＝要注意区間）

堤防高
(流下能力）

　計画高水流量規模の洪水の水位が
現況の堤防高を越える箇所。

　計画高水流量規模の洪水の水位と
現況の堤防高との差が堤防の計画余
裕高に満たない箇所。

堤防断面
　現況の堤防断面あるいは天端幅が、
計画の堤防断面あるいは計画の天端
幅の２分の１未満の箇所。

　現況の堤防断面あるいは天端幅が、
計画の堤防断面あるいは計画の天端
幅に対して不足しているが、それぞれ
２分の１以上確保されている箇所。

法崩れ・
すべり

　法崩れ又はすべりの実績があるが、
その対策が未施工の箇所。

　法崩れ又はすべりの実績があるが、
その対策が暫定施工の箇所。
　法崩れ又はすべりの実績はないが、
堤体あるいは基礎地盤の土質、法勾
配等からみて法崩れ又はすべりが発
生するおそれのある箇所で、所要の対
策が未施工の箇所。

漏水
　漏水の履歴があるが、その対策が未
施工の箇所。

　漏水の履歴があり、その対策が暫定
施工の箇所。
　漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧
川跡の堤防であること、あるいは基礎
地盤及び堤体の土質等からみて、漏
水が発生するおそれがある箇所で、所
要の対策が未施工の箇所。

工作物

　河川管理施設等応急対策基準に基
づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管
その他の工作物の設置されている箇
所。
　橋梁その他の河川横断工作物の桁
下高等が計画高水流量規模の洪水の
水位以下となる箇所。

　橋梁その他の河川横断工作物の桁
下高等と計画高水流量規模の洪水の
水位との差が堤防の計画余裕高に満
たない箇所。

陸閘 　陸閘が設置されている箇所。

重要水防箇所指定基準（県管理河川）

工事施工
　出水期間中に堤防を開削す
る工事箇所又は仮締切り等に
より本堤に影響を及ぼす箇所。

新堤防・破堤跡・旧川跡
　新堤防で築造後３年以内の箇
所。
　破堤跡又は旧川跡の箇所。

水衝・洗掘

　水衝部にある堤防の前面の河床が
深掘れしているがその対策が未施工
の箇所。
　橋台取り付け部やその他の工作物の
突出箇所で、堤防護岸の根固め等が
洗われ一部破損しているが、その対策
が未施工の箇所。
　波浪による河岸の決壊等の危険に瀕
した実績があるが、その対策が未施工
の箇所。

　水衝部にある堤防の前面の河床が
深掘れにならない程度に洗掘されてい
るが、その対策が未施工の箇所。
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①
②

①
②

※　重点監視区間に指定した箇所については、「別表第１－２　重要水防箇所」の種別の欄に（重点）として記載。

重点監視区間指定基準（県管理河川）

種　別 指定基準

浸　透

侵　食

　洪水予報河川及び水位周知河川であること。
　重要水防箇所に位置づけられ、種別が漏水であり重要度がＡの区間。

　洪水予報河川及び水位周知河川であること。
　重要水防箇所に位置づけられ、種別が水衝であり重要度がＡの区間かつ人家連単区間。

（令和6年度　群馬県水防計画参照）
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別表第１－２（第３章関係）
重要水防箇所（国管理河川）

種別 階級 市町村 町・大字
粁杭位置
（Ｋ，ｍ）

利右
178-2

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ
Ｂ

右 伊 勢 崎 境 島 村
178.0k　上156m
178.0k

156.0

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所
水衝部深掘れあり

国土交通省
（八斗島出張所）

利右
177-1

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ

右 伊 勢 崎 境 島 村
178.0k
177.5k　上146m

341.7

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利右
177-2

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ

右 伊 勢 崎 境 島 村
177.5k　下239m
177.0k　下244m

492.9

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利右
176-1

利 根 川 伊 勢 崎 市 Ｂ 右 伊 勢 崎 境 島 村
177.0k　下244m
176.5k　上210m

34.1
堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防
脆弱性・安全性照査）

国土交通省
（八斗島出張所）

利右
176-2

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
要

右 伊 勢 崎 境 島 村
176.5k　上210m
176.5k　上137m

73.2
堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防
脆弱性・安全性照査）
旧川跡

国土交通省
（八斗島出張所）

利右
176-3

利 根 川 伊 勢 崎 市 Ｂ 右 伊 勢 崎 境 平 塚
176.5k　上137m
175.5k　下254m

1378.8
堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防
脆弱性・安全性照査）

国土交通省
（八斗島出張所）

利右
175-1

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ

右 伊 勢 崎 境 平 塚
175.5k　下254m
175.0k　上36m

218.8

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利右
175-2

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ
Ｂ

右 伊 勢 崎 境 平 塚
175.0k　上36m
175.0k　上5m

30.5

計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流
下能力不足）
堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利右
175-3

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ

右 伊 勢 崎 柴 町
175.0k　上5m
175.0k　下35m

39.6

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
186-1

利 根 川 伊 勢 崎 市 Ｂ 左 伊 勢 崎 柴 町
186.5k　下20m
186.5k　下219m

198.8
計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流
下能力不足）

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
186-2

利 根 川 伊 勢 崎 市 Ｂ 左 伊 勢 崎 柴 町
186.5k　下248m
186.0k　上109m

139.1
堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防
脆弱性）

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
186-3

利 根 川 伊 勢 崎 市
要
Ｂ
要

左 伊 勢 崎 柴 町
186.0k　上109m
186.0k　下258m

366.9

危険箇所（越水）　左岸186.0K付近
堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防
脆弱性）
旧川跡

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
185-1

利 根 川 伊 勢 崎 市 要 左 伊 勢 崎 柴 町
186.0k　下258m
185.5k　上21m

237.0 旧川跡
国土交通省

（八斗島出張所）

利左
185-2

利 根 川 伊 勢 崎 市 要 左 伊 勢 崎 柴 町
185.5k　上21m
185.5k　下20m

40.2 旧川跡
国土交通省

（八斗島出張所）

利左
185-3

利 根 川 伊 勢 崎 市 要 左 伊 勢 崎 柴 町
185.0k　上240m
185.0k　上78m

161.6 旧川跡
国土交通省

（八斗島出張所）

利左
185-4

利 根 川 伊 勢 崎 市
要

左 伊 勢 崎 柴 町
185.0k　上78m
185.0k

78.3 危険箇所（越水）　左岸185.0K付近
国土交通省

（八斗島出張所）

利左
184-1

利 根 川 伊 勢 崎 市 Ｂ 左 伊 勢 崎 戸谷塚町
185.0k
184.5k　下150m

650.0
堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
184-2

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ

左 伊 勢 崎 戸 谷 塚 町
184.5k　下150m
184.5k　下250m

100.0

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
184-3

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ

左 伊 勢 崎 戸 谷 塚 町
184.5k　下250m
184.0k　下40m

290.1

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防
脆弱性・安全性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
183-1

利 根 川 伊 勢 崎 市

Ｂ
Ｂ
要
注

左 伊 勢 崎 福 島 町
184.0k　下40m
183.5k　下70m

530.7

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防
脆弱性・安全性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所
旧川跡

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
183-2

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ

左 伊 勢 崎 福 島 町
183.5k　下70m
183.5k　下250m

180.3

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防
脆弱性・安全性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
183-3

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ

左 伊 勢 崎 八 斗 島 町
183.5k　下250m
181.5k　上198m

1549.1

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

(重点)
越水（溢水）

越 水 （ 溢 水 ）

( 重 点 )
越 水 （ 溢 水 ）
堤 体 漏 水
旧 川 跡

旧 川 跡

旧 川 跡

旧 川 跡

堤 体 漏 水

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

（令和6年度　利根川上流洪水対策計画書参照）

堤 体 漏 水

延長
（ｍ）

重要なる理由 指定機関

左
右
岸
別

重要水防箇所所在地名

越 水 （ 溢 水 ）
堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

付
図
①
対
象
番

号 河川名
担当水防
管　　理
団 体 名

重　要　度

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水
水 衝 洗 掘

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

堤 体 漏 水

堤 体 漏 水

堤 体 漏 水
旧 川 跡

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水
旧 川 跡

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水
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種別 階級 市町村 町・大字
粁杭位置
（Ｋ，ｍ）

延長
（ｍ）

重要なる理由 指定機関

左
右
岸
別

重要水防箇所所在地名
付
図
①
対
象
番

号 河川名
担当水防
管　　理
団 体 名

重　要　度

利左
181-1

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ
Ｂ

左 伊 勢 崎 八 斗 島 町
181.5k　上198m
181.5k　下253m

450.9

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所
水衝部深掘れあり

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
181-2

利 根 川 伊 勢 崎 市 Ｂ 左 伊 勢 崎 長 沼 町
181.5k　下253m
181.0k　上207m

45.5 水衝部深掘れあり
国土交通省

（八斗島出張所）

利左
179-1

利 根 川 伊 勢 崎 市 Ｂ 左 伊 勢 崎 長 沼 町
180.0k　下250m
179.5k　下95m

345.2
堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
179-2

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
要
注

左 伊 勢 崎 長 沼 町
179.5k　下95m
179.5k　下210m

115.0
堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
旧川跡

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
179-3

利 根 川 伊 勢 崎 市 Ｂ 左 伊 勢 崎 境 島 村
179.5k　下210m
178.0k

1291.9
堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
177-1

利 根 川 伊 勢 崎 市 Ｂ 左 伊 勢 崎 境 島 村
178.0k
177.5k　上211m

290.9
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
177-2

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
要
注

左 伊 勢 崎 境 島 村
177.5k　上211m
177.5k　下25m

235.7
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所
旧川跡

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
177-3

利 根 川 伊 勢 崎 市 Ｂ 左 伊 勢 崎 境 島 村
177.5k　下25m
177.0k　上100m

375.2
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
177-4

利 根 川 伊 勢 崎 市
要
注

左 伊 勢 崎 境 島 村
177.0k　上75m
176.5k　上30m

546.9 旧川跡
国土交通省

（八斗島出張所）

利左
175-1

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ

左 伊 勢 崎 境 平 塚
175.5k
175.0k　上47m

475.5

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
175-2

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ
Ｂ

左 伊 勢 崎 境 平 塚
175.0k　上47m
175.0k　上16m

31.3

計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流
下能力不足）
堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
175-3

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ

左 伊 勢 崎 境 平 塚
175.0k　上16m
175.0k　下21m

36.6

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
174-1

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ
Ｂ

左 伊 勢 崎 境 平 塚
175.0k　下21m
175.0k　下99m

78.5

計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流
下能力不足）
堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
174-2

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ

左 伊 勢 崎 境 平 塚
175.0k　下99m
174.5k　上167m

256.5

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
174-3

利 根 川 伊 勢 崎 市 Ｂ 左 伊 勢 崎 境 平 塚 174.5k　上200m 1箇所
上武大橋側道橋
桁下高不足かつ流下能力不足

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
174-4

利 根 川 伊 勢 崎 市 Ｂ 左 伊 勢 崎 境 平 塚 174.5k　上170m 1箇所
上武大橋
桁下高不足かつ流下能力不足

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
174-5

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ
Ｂ

左 伊 勢 崎 境 平 塚
174.5k　上167m
174.5k　上157m

10.5

計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤
防高は計画堤防高未満）
堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
174-6

利 根 川 伊 勢 崎 市
Ｂ
Ｂ

左 伊 勢 崎 境 平 塚
174.5k　上157m
174.5k

157.0

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）
堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障
が生じる可能性がある箇所

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
174-7

利 根 川 伊 勢 崎 市 Ｂ 左 伊 勢 崎 境 平 塚
174.5k
174.5k　下253m

252.7
堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全
性照査）

国土交通省
（八斗島出張所）

利左
174-8

利 根 川 伊 勢 崎 市 Ｂ 左 伊 勢 崎 境 平 塚
174.5k　下253m
174.0k　上35m

217.4
堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防
脆弱性・安全性照査）

国土交通省
（八斗島出張所）

広右
0-1

広 瀬 川 伊 勢 崎 市
B
B

右 伊 勢 崎 境 中 島
1.0k
0.5k 上425m

329.4

堤体の変状が生じる恐れ
(安全性照査)
堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が
生じる可能性

国土交通省
（八斗島出張所）

広右
0-2

広 瀬 川 伊 勢 崎 市
要
B
B
要

右 伊 勢 崎 境 中 島
0.5k 上425m
0.5k 上389m

36.6

危険箇所（越水）
右岸0.7k付近
堤体の変状が生じる恐れ
(安全性照査)
堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が
生じる可能性
旧川跡

国土交通省
（八斗島出張所）

越 水 （ 溢 水 ）
堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

堤体漏水

基 礎 地 盤 漏 水

堤 体 漏 水

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

越 水 （ 溢 水 ）
堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

越 水 （ 溢 水 ）
堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

基 礎 地 盤 漏 水

旧 川 跡

堤 体 漏 水
旧 川 跡

基礎地盤漏水
旧川跡

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

（ 重 点 ）
越 水 （ 溢 水 ）
堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水
旧 川 跡

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

工 作 物

堤 体 漏 水

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水

工 作 物

堤 体 漏 水
基 礎 地 盤 漏 水
水 衝 洗 掘

堤 体 漏 水

水 衝 洗 掘
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種別 階級 市町村 町・大字
粁杭位置
（Ｋ，ｍ）

延長
（ｍ）

重要なる理由 指定機関

左
右
岸
別

重要水防箇所所在地名
付
図
①
対
象
番

号 河川名
担当水防
管　　理
団 体 名

重　要　度

広左
0-1

広 瀬 川 伊 勢 崎 市 B 左 伊 勢 崎 境 中 島
1.0k
1.0k 下197m

196.5
堤体の変状が生じる恐れ
(安全性照査)

国土交通省
（八斗島出張所）

広左
0-2

広 瀬 川 伊 勢 崎 市
B
要

左 伊 勢 崎 境 米 岡
1.0k 下197m
0.5k 上132m

72.2
堤体の変状が生じる恐れ
(安全性照査)
旧川跡

国土交通省
（八斗島出張所）

広左
0-3

広 瀬 川 伊 勢 崎 市 B 左 伊 勢 崎 境 米 岡
0.5k 上132m
0.0k 上98m

610.0
堤体の変状が生じる恐れ
(安全性照査)

国土交通省
（八斗島出張所）

広左
0-4

広 瀬 川 伊 勢 崎 市
要
B
要

左 伊 勢 崎 境 平 塚
0.0k 上98m
0.0k

97.8

危険箇所（越水）
左岸0.0k付近
堤体の変状が生じる恐れ
(安全性照査)
旧川跡

国土交通省
（八斗島出張所）

（ 重 点 ）
越 水 （ 溢 水 ）
堤 体 漏 水
旧 川 跡

堤 体 漏 水

堤 体 漏 水
旧 川 跡

堤 体 漏 水
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重要水防箇所（県管理河川）

種別 階級 市町村 町・大字 字

伊3 利 根 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

A 左 伊 勢 崎 上 之 宮 町
伊勢玉大橋
上流下流

1400.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊9 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 右 伊 勢 崎 境 中 島 中島橋下流 100.0 堤防断面不足 群馬県

伊10 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 右 伊 勢 崎 境 中 島
韮川と広瀬川の
合流地点より上
流

150.0 堤防断面不足 群馬県

伊11 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 右 伊 勢 崎 境 小 此 木 昭和橋下流 700.0 堤防断面不足 群馬県

伊12 広 瀬 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 左 伊 勢 崎 境 下 武 士 武士橋上流下流 1000.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊13 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 右 伊 勢 崎 境 下 武 士 武士橋上流 400.0 堤防断面不足 群馬県

伊14 広 瀬 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 左 伊 勢 崎 境 上 武 士
広瀬川と粕川の
合流地点下流

400.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊15 広 瀬 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 左 伊 勢 崎

境 保 泉
馬見塚町リ
バータウン
広 瀬
下 蓮 町

広瀬川と粕川の
合流地点上流

800.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊16 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 右 伊 勢 崎
大 正 寺 町
茂 呂 南 町

天満橋上流 300.0 堤防断面不足 群馬県

伊17 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 右 伊 勢 崎 茂 呂 南 町 茂呂大橋下流 200.0 堤防断面不足 群馬県

伊18 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 左 伊 勢 崎
茂 呂 南 町
美 茂 呂 町

茂呂大橋下流 200.0 堤防断面不足 群馬県

伊19 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 右 伊 勢 崎 美 茂 呂 町
いせさき大橋
下流

500.0 堤防断面不足 群馬県

伊20 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 左 伊 勢 崎 茂呂町１丁目
いせさき大橋
上流

200.0 堤防断面不足 群馬県

伊21 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 右 伊 勢 崎 新 栄 町
いせさき大橋
上流

200.0 堤防断面不足 群馬県

伊22 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 高 B 左 伊 勢 崎
茂呂町１丁目
今泉町２丁目
上 泉 町

いせさき大橋
上流

400.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊23 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 右 伊 勢 崎
新 栄 町
連 取 元 町

(主)高崎伊勢崎
線より下流

400.0 堤防断面不足 群馬県

伊24 広 瀬 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 左 伊 勢 崎
上 泉 町
三 光 町

三光水位観測局
下流

400.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊25 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 高 A 左 伊 勢 崎
曲 輪 町
太 田 町

(主)伊勢崎大胡
線より下流

200.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊26 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 高 A 左 伊 勢 崎 太 田 町
(主)伊勢崎大胡
線より上流

600.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊27 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 高 A 左 伊 勢 崎 安 堀 町
ラブリバー親水
公園うぬきの上
流

200.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊28 広 瀬 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 右 伊 勢 崎 宮 子 町
オートレース場
より下流

200.0 堤防断面不足 群馬県

伊29 広 瀬 川 伊勢崎市
堤 防 断 面
漏 水

B 右 伊 勢 崎 宮 子 町
オートレース場
より上流

1350.0
堤防断面不足
漏水の恐れ

群馬県

伊30 荒 砥 川 伊勢崎市 堤 防 高 A 左 伊 勢 崎 安 堀 町 木三橋 200.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊31 韮 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 左 伊 勢 崎 境 小 此 木 島北橋上流 400.0 堤防断面不足 群馬県

伊32 韮 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 右 伊 勢 崎
飯 島 町
長 沼 町

松原橋下流上流 600.0 堤防断面不足 群馬県

（令和6年度　群馬県水防計画参照）

群
馬
県
水
防
計

画
番
号

河川名
担当水防
管　　理
団 体 名

重　要　度
左
右
岸
別

重要水防箇所所在地名 延長
（ｍ）

重要なる理由 指定機関
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種別 階級 市町村 町・大字 字

群
馬
県
水
防
計

画
番
号

河川名
担当水防
管　　理
団 体 名

重　要　度
左
右
岸
別

重要水防箇所所在地名 延長
（ｍ）

重要なる理由 指定機関

伊33 韮 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 右 伊 勢 崎 長沼町本郷 上蓮橋下流上流 800.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊34 韮 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 左 伊 勢 崎 上 蓮 町 上蓮橋下流上流 400.0 堤防断面不足 群馬県

伊35 韮 川 伊勢崎市 堤 防 高 B 左 伊 勢 崎 長沼町本郷 韮川橋上流 200.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊36 韮 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 右 伊 勢 崎
長沼町本郷
下 道 寺 町

韮川橋上流 1400.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊37 韮 川 伊勢崎市 堤 防 高 B 左 伊 勢 崎 下 道 寺 町 台乃橋上流 400.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊38 韮 川 伊勢崎市 堤 防 高 B 左 伊 勢 崎
下 道 寺 町
大 正 寺 町

大正寺堰下流 200.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊39 粕 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 右 伊 勢 崎
境 保 泉
下 蓮 町

粕川と広瀬川合
流地点の上流

420.0 堤防断面不足 群馬県

伊40 粕 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 左 伊 勢 崎 境 上 武 士
御嶽山自然の森
公園上流

400.0 堤防断面不足 群馬県

伊41 粕 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 左 伊 勢 崎
境 上 武 士
境 伊 与 久

剛志大橋下流か
ら保泉橋上流

1800.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊42 粕 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 右 伊 勢 崎 境 保 泉 剛志大橋下流 1000.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊43 粕 川 伊勢崎市 堤 防 高 B 右 伊 勢 崎 境 保 泉 保泉橋下流 400.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊44 粕 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 右 伊 勢 崎
境 保 泉
北 千 木 町
境 伊 与 久

伊与久橋上流
下流

1000.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊45 粕 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 左 伊 勢 崎 境 伊 与 久
伊与久橋下流
上流

1200.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊46 粕 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 左 伊 勢 崎 日 乃 出 町 殖蓮橋上流 200.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊47 粕 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 右 伊 勢 崎
下 植 木 町
東 本 町
平 和 町

殖蓮橋上流 1600.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊48 粕 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 左 伊 勢 崎
下 植 木 町
宮 前 町
日 乃 出 町

(国)462号より
下流

750.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊49 粕 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 左 伊 勢 崎 宮 前 町
(一)桐生伊勢崎
線より下流

400.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊50 粕 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 右 伊 勢 崎
宗 高 町
寿 町

八幡水位観測局
より下流

800.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊51 粕 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

A 左 伊 勢 崎
昭 和 町
鹿 島 町

八幡水位観測局
下流上流

1400.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊52 粕 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

A 右 伊 勢 崎 華 蔵 寺 町
八幡水位観測局
より上流

400.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊53 粕 川 伊勢崎市 堤 防 高 B 左 伊 勢 崎 鹿 島 町 間之山橋下流 400.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊54 粕 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

A 右 伊 勢 崎
華 蔵 寺 町
波 志 江 町
１ 丁 目

間之山橋下流 400.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊55 粕 川 伊勢崎市 堤 防 高 B 左 伊 勢 崎
鹿 島 町
本 関 町

二ノ堰上流 350.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊56 粕 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 右 伊 勢 崎 五 目 牛 町 二ノ堰上流 400.0 堤防断面不足 群馬県

伊57 粕 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 右 伊 勢 崎 五 目 牛 町 五目牛橋上流 200.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊58 粕 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 左 伊 勢 崎 堀 下 町 五目牛橋上流 200.0 堤防断面不足 群馬県
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伊59 粕 川 伊勢崎市 堤 防 高 B 左 伊 勢 崎 堀 下 町 車東橋下流 200.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊60 粕 川 伊勢崎市 堤 防 断 面 B 右 伊 勢 崎 五 目 牛 町 車東橋下流 200.0 堤防断面不足 群馬県

伊61 粕 川 伊勢崎市 堤 防 高 B 右 伊 勢 崎
赤堀今井町
１ 丁 目

車東橋上流 200.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊62 粕 川 伊勢崎市
堤 防 高
堤 防 断 面

B 左 伊 勢 崎 堀 下 町 車東橋上流 200.0
堤防高不足（流下能力）
堤防断面不足

群馬県

伊63 粕 川 伊勢崎市 堤 防 高 A 右 伊 勢 崎
赤堀今井町
１ 丁 目

赤堀橋下流 200.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊64 粕 川 伊勢崎市 堤 防 高 B 左 伊 勢 崎 市場町１丁目 赤堀橋下流 150.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊65 大 川 伊勢崎市 堤 防 高 A 左 伊 勢 崎
美 茂 呂 町
ひ ろ せ 町

広瀬川合流地点
上流（大川排水
機場）

200.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊66 東 藤 川 伊勢崎市 堤 防 高 A 左 伊 勢 崎 西上之宮町 西上橋上下流 230.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊67 東 藤 川 伊勢崎市 堤 防 高 A 右 伊 勢 崎 西上之宮町 西上橋上下流 180.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊68 男井戸川 伊勢崎市 堤 防 高 A 左 伊 勢 崎
豊 城 町
上 諏 訪 町
上植木本町

JR両毛線下流～
粕川合流

1500.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県

伊69 男井戸川 伊勢崎市 堤 防 高 A 右 伊 勢 崎
豊 城 町
上 諏 訪 町
上植木本町

JR両毛線下流～
粕川合流

1500.0 堤防高不足（流下能力） 群馬県
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付図①（第３章関係） 

重要水防箇所位置図（国管理河川） 

（令和 6年度 利根川上流洪水対策計画書参照） 
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0
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付図②（第３章関係） 

重要水防箇所位置図（県管理河川） 

（令和 6年度 群馬県水防計画参照） 
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堰、水門及びため池
№ 河川名 施設名 所管 位置 責任者 電話番号

伊勢崎市境平塚 高１．５０m 上下水道局 ０２７０

（左岸上武大橋下） 巾３．００m 治水課（下水道施設課） ２４－５１１１

伊勢崎市柴町 高１．６０m 建設部 ０２７０

（左岸五料橋下） 巾２．００m 治水課 ２４－５１１１

伊勢崎市宮子町下立野 高２．３０m

２６５９ 巾２３．５０m

高１．９０m

巾２３．００m

ボックスカル ２．２５ｍ 建設部 ０２７０

バート、ゲート ２．２５ｍ×２門 治水課 ２４－５１１１

大川逆流防止 伊勢崎市美茂呂町・ ３門自動捲上   　 　 高３．５m ０２７０

水門 　　   　 　茂呂南町 ローラーゲート　　 　 巾４．８m ２５－４０１０

伊勢崎市美茂呂町 高２．０m 上下水道局 ０２７０

（大川合流の下流付近） 巾２．２m（２門） 治水課（下水道施設課） ２４－５１１１

下武士 伊勢崎市境下武士 ０２７０

１号排水樋管 （左岸粕川合流点下） ２４－５１１１

女堀 　　　〃

排水樋管 （左岸女堀南）

プール 　　　〃 ０２７０

排水樋管 （左岸境プール南） ７４－１１１３

学校排水路 　　　〃 ０２７０

１号排水樋管 （左岸境西中学校南） ２７－２７９５

学校排水路 　　　〃

２号排水樋管 （境剛志小・境西中学校境界南）

学校排水路 　　　〃

３号排水樋管 （左岸境剛志小南）

下武士 　　　〃 ０２７０

２号排水樋管 （左岸境剛志小南東） ２４－５１１１

下武士 　　　〃 高１．０m

１号水門 （左岸武士橋上） 巾２．０m

下武士 境下武士 高１．４m

２号水門 （右岸武士橋下） 巾１．４m

第２水源地 　　　〃 高０．９m

排水樋門 （左岸武士橋下） 巾０．６m

下武士都市下 　　　〃 高１．０m

水路排水樋門 （左岸昭和橋上） 巾２．２m

中島 伊勢崎市境中島 高０．７m

排水樋門 （左岸中島橋上） 巾１．１m

境南部都市下 　　　〃 高１．８m

水路排水樋門 （左岸中島橋下） 巾２．５m

高１．８m

巾１．５m

高１．５m

巾１．１m

西部第１２ 上下水道局 ０２７０

雨水幹線ゲート 治水課（下水道施設課） ２４－５１１１

広瀬雨水幹線 高２．２５m

放流ゲート 巾２．２５m
南部第２雨水幹線 高２．３m

放流ゲート 巾２．６m
南部第４雨水幹線 高１．８m

放流ゲート 巾１．８m

伊勢崎市大正寺町 鋼製ローラーゲート　　　　　　　　   高２．０m

（右岸） １門電動ラック式　   巾３．６m

豊受橋下流

排水樋門

豊受橋上流

排水樋門

天満橋下流

排水樋門

天満橋上流

排水樋門

子どもの森公園

排水樋門
北部第１雨水幹線 上下水道局 ０２７０

放流ゲート 治水課（下水道施設課） ２４－５１１１
北部第５雨水幹線

放流ゲート

北第２小東雨水

幹線放流ゲート

東部第２之１

雨水幹線ゲート

上下水道局 ０２７０
治水課（下水道施設課） ２４－５１１１

高４．９５m

巾２．１m

 　　〃  　　〃

37 〃 宮前２号樋管 伊勢崎市 伊勢崎市宮前町 手動捲上式

南部第一排水
ポンプ場

東田用水水利組合

　　　　〃 　　　〃

　　　〃

伊勢崎市 伊勢崎市若葉町 自動捲上式

　　　　〃 　　　〃　　　〃

　　　　〃 　　　〃

36 〃  　　〃 伊勢崎市宮前町 手動捲上式

〃 名和豊受水利組合 伊勢崎市馬見塚町

27 〃

〃  　　〃

 　　〃

 　　 〃

 　　 〃

 　　 〃

 　　〃

 　　 　〃

境運動施設
管理事務所

14 〃  　　〃  　　〃  　　〃
建設部
治水課

 　　〃  　　〃  　　　 〃

12 〃  　　〃  　　〃  　　〃  　　　 〃

8 〃  　　〃 逆流防止付 HP６００ｍｍ
建設部
治水課

13 〃

　　　〃

　　　〃　　　　〃

　　　　〃

別表第２（第７章第５関係）

規模・操作方法

1 利根川 境平塚排水樋門 伊勢崎市 自動捲上式

2

　　　〃

〃 柴町排水樋門 国土交通省  　　〃

3 広瀬川 連取堰 連取用水組合 自動転倒堰

〃 伊勢崎市 自動捲上式

4 〃 宮子堰 宮子水利組合 前橋市下増田町１２６５  　　〃

5

16 〃  　　〃 　　　〃 　　　　〃

6 〃 群馬県 伊勢崎土木

7

　　　　〃

18 〃  　　〃 　　　〃

15 〃  　　〃 手動捲上式

17 〃  　　〃 　　　〃

自動捲上式20  　　〃

19 〃  　　〃

23 〃

　　　〃

〃 北向排水樋門 国土交通省 伊勢崎市境島村（北向） 　　　〃

〃

25 〃

21

24 〃  　　〃

下茂呂開田堰
保泉（剛志）
水利組合22 〃 手動捲上式

 　　〃 伊勢崎市馬見塚町 　　　〃

伊勢崎市茂呂町一丁目

伊勢崎市茂呂南町

吉原川樋管  　　〃

伊勢崎市羽黒町

29 〃  　　〃  　　〃  　　〃

　　　〃26

28

30 〃  　　〃  　　〃  　　〃

手動捲上式

31 〃  　　〃  　　〃  　　〃

33 粕川 伊勢崎市 伊勢崎市寿町 自動捲上式

32 〃 名和豊受水利組合 伊勢崎市馬見塚町 手動捲上式

 　　〃 伊勢崎市八幡町 　　　〃 　　　　〃 　　　〃

35 〃  　　〃 伊勢崎市宗高町 　　　〃 　　　　〃 　　　〃

34 〃

38 〃 天増寺堰 伊勢崎市平和町５－３ 　　　〃

 　　〃

 　　〃  　　〃 HP９００ｍｍ

〃 排水樋門 伊勢崎市 伊勢崎市太田町８３３

　　　　〃 　　　〃

9 〃  　　〃  　　〃  　　〃

10 〃

11 〃  　　〃  　　〃 HP６００ｍｍ
教育部
教育施設課

　　　　〃

　　　〃

　　　　〃 　　　〃

　　　〃

　　　　〃
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№ 河川名 施設名 所管 位置 責任者 電話番号規模・操作方法

伊勢崎市波志江町 自動転倒堰 高１．９m

字間之山４００８ ２門 巾１９．３５m

自動転倒堰 高１．９m

２門 巾１．９５m

大正用水伊勢崎 高３．６m
飯玉支線水利組合
（赤堀地区分）

巾２．６m

伊勢崎佐波工業 伊勢崎市境伊与久 高１．８m ０２７０

団地１号樋門 （右岸粕川大橋下） 巾１．９m ２４－５１１１

伊勢崎佐波工業 　　〃

団地２号樋門 （左岸粕川大橋下）　　

　　〃 高１．３５m

（右岸伊与久橋上） 巾２．０m

伊与久１号 　　〃

排水樋管 （左岸采女大橋下）

伊与久１号 　　〃 高１．０m

排水樋門 （左岸保泉橋上） 巾１．０m

伊与久２号 　　〃

排水樋門 （左岸保泉橋下）

伊勢崎市境伊与久

２３２１－３

保泉１号 伊勢崎市境保泉

排水樋管 （右岸）

保泉２号 　　〃

排水樋管 （右岸東武線上）

保泉３号 　　〃

排水樋管 （右岸東武線下）

保泉４号 　　〃

排水樋管 （右岸１８号堰上）

佐波新田用水 シェルローラー

土地改良区 ゲート式

伊勢崎市境保泉 鋼製スライドゲート 高１．０m ０２７０

（右岸剛志大橋下流） ラック式巻上げ 巾１．０m ２４－５１１１

　　〃 高１．７m

（右岸保泉会議所東） 巾２．０m

保泉５号 　　〃

排水樋管 （右岸粕川橋上）

上武士 伊勢崎市境上武士

流末排水樋門 （左岸粕川橋上）

　　〃 高０．８m

（左岸市営住宅西） 巾０．９m

高１．９m

巾２．０m

高１．８m

巾１０．５m

高１．２m

巾１．５m

高１．８m

巾１０．５m

０２７０

２５－４０１０

高１．１m

巾７．３m

シェルローラー H＝１．９２m

ゲート W＝１１．４m

自動スルース 高２．４m

ゲート 巾１．７m

高２．４m

巾１．７m
ステンレス製起伏堰

（自動モード有）
左岸　鋼製スライドゲート

右岸　鋼製スライドゲート

高２．２m

巾８．３m

西島前河原家庭 高１．５m

雑排水組合 巾２．０m

小此木 伊勢崎市境小此木 高１．２５m ０２７０

排水樋門 （左岸島北橋下流） 巾１．５m ２４－５１１１

伊勢崎市境島村（北向） 高１．３m

（左岸広瀬川合流点上） 巾１．１m

　　　〃

　　　〃

　　　　〃〃

57

45 〃  　　〃

49 〃  　　〃

　　　〃HP３００ｍｍ

　　　〃 　　〃

46 〃  　　〃 　　　〃 　　　〃

　　　　〃

　　　〃

39 〃 粕川二ノ堰 上植木水利組合

40 〃 粕川一ノ堰  　　〃 伊勢崎市本関町

41 〃 飯玉堰
伊勢崎市赤堀今井町
一丁目１６４１

手動捲上式

42 〃 　　　〃
建設部
治水課

43 〃  　　〃 　　　〃  　　〃 　　　　〃

田島粕川樋門 　　　〃 　　　　〃 　　〃

　　　〃

　　　〃  　　〃 　　　　〃

逆流防止付

　　　〃

 　　〃

　　　　〃

自動転倒堰

　　　　〃

HP３００ｍｍ 　　　　〃

　　　　〃

　　　〃

55

建設部
治水課

伊勢崎市
３５４号
保泉樋門

伊与久水門  　　〃 　　　〃  　　〃48

50

　　　〃〃 手動捲上式 　　　　〃

手動捲上式

59 〃 東堰 上植木水利組合 伊勢崎市堀下町

韮川 田中島用水堰 田中島用水水利組合

　　　　〃

　　　　〃〃  　　〃 自動スライドゲート

64 〃 大正寺堰 　 　　〃

自動転倒堰

〃    〃

　 　　〃 伊勢崎市下道寺町

〃 飯島堰 　 　　〃 伊勢崎市長沼町１０６１

伊勢崎市大正寺町

67 伊勢崎市山王町３４２－４

高２．０８m
巾７．２m
高1.2m　巾1.3m
高0.7m　巾0.8m

自動捲上式

65 〃 長沼堰

66

〃 手動捲上式
建設部
治水課

68 〃 豊受用水堰

〃

　 　　〃 自動転倒堰

北向排水樋門  　　〃 　　　〃 　　　　〃

伊勢崎市堀口町４５３－１

〃

69 〃 北向堰 自動転倒堰

70

伊勢崎市長沼町
（右岸韮川橋下）

伊勢崎市

　　　〃71

44

〃  　　〃

 　　〃  　　〃

　　　〃

47 〃  　　〃

〃

　　　〃

52 〃  　　〃

51 〃

〃 保泉樋門

54 〃

53 〃  十八号堰 伊勢崎市境上武士関場

62

 　　〃

56 〃  　　〃

上武士樋門  　　〃58

〃 三ツ又堰

ローラーゲート　　 　

〃 八郷堰 名和豊受水利組合 伊勢崎市韮塚町７２７

60

61

伊勢崎土木

伊勢崎市稲荷町

車川用水

　　　〃

HP６００ｍｍ

手動捲上式

63 〃 統合堰 名和豊受水利組合 伊勢崎市韮塚町１２０-２ 自動転倒堰

伊勢崎市

　　　〃

　　　〃

伊勢崎市宮古町

　 　　〃山王堰

　　　　〃

　　　〃

　　　〃

群馬県 　　 〃　　　  

　　　〃

　　　　〃 　　　〃
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№ 河川名 施設名 所管 位置 責任者 電話番号規模・操作方法

宮郷工業団地 高２．５ｍ ０２７０

排水樋門 巾２．５ｍ ２４－５１１１

高１．４m

巾５．５m

神沢川一之堰用水 高１．４m

水利組合　　　　　　 巾５．５m

神沢川二之堰 高１．５m

水利組合　　　　　　 巾５．５m

八坂・神沢川 広瀬桃木両用水

架樋水門 土地改良区

西国定谷替戸 高０．７m

用水組合 巾０．７m

国定田部井 高１．０m

水利組合 巾１１．０m

早川天神堰 高０．７m

大正用水組合 巾１０．７m

高１．０m

巾１１．０m

早川岡ノ前堰 高１．０m

水利組合 巾１２．５m

早川第二統合堰 高１．０m

水利組合 巾１８．５m

伊勢崎市境上渕名 高１．９m ０２７０

（左岸早川橋下） 巾２．０m ２４－５１１１

早川第一統合堰 伊勢崎市境下渕名 高１．０m

水利組合 （渕名東橋下） 巾２３．７m

佐波新田用水 伊勢崎市境上矢島 高１．５m

土地改良区 （右岸クリーンセンター北東） 巾１．８m

伊勢崎市境西今井 高２．０m

（右岸西今井橋下） 巾１．０m

伊勢崎市境三ツ木 高２．０m

（右岸境バイパス上） 巾３．０m

三ツ木  　　〃 ０２７０

排水樋管２号 （左岸三ツ木橋上） ２４－５１１１

三ツ木排水路  　　〃

早川樋門 （右岸三ツ木橋上）

三ツ木  　　〃

排水樋管１号 （右岸三ツ木橋下）

駅北都市下水路  　　〃 高２．５m

早川樋門 （右岸東武線上） 巾３．０m

佐波新田用水 佐波新田用水 伊勢崎市境女塚 高０．８m

早川樋門 土地改良区 （右岸早川２１号橋下） 巾１．１m

 　　〃 ０２７０

（右岸焼却場東） ２４－５１１１

女塚１号排水  　　〃

樋門 （右岸女塚鉱泉東）

女塚２号排水  　　〃

樋門 （右岸熊野前団地東）

伊勢崎市境米岡 高２．０m 上下水道局 ０２７０

（右岸熊の橋下） 巾２．５m 治水課（下水道施設課） ２４－５１１１

上水早川  　　〃 ０２７０

排水樋門 （右岸薬師橋上） ２４－５１１１

大川一ノ堰 シェルローラー 高１．８m

水利組合 ゲート式 巾１３．８m

０２７０

２４－５１１１

上下水道局 ０２７０
治水課（下水道施設課） ２４－５１１１

高０．７m

巾１．１m

波志江上沼

水利組合

波志江下沼大沼

水利組合

都市計画部 ０２７０

公園緑地課 ２４－５１１１

上植木

水利組合

竹橋用水

境中央排水樋門

〃

昭和堰

天神堰

宮下堰

岡ノ前堰

境北部工業団地
排水樋門

建設部
治水課

72 〃 清内堰 前橋市駒形町地先 自動転倒堰
高１．０m
巾１０．０m

蟹沼水利組合 伊勢崎市波志江町 自動転倒堰

73 韮川放水路 伊勢崎市
伊勢崎市東上之宮町
（左岸伊勢玉大橋下流）

ローラーゲート

75 神沢川 神沢川一之堰 前橋市飯土井町 手動捲上式

74 西桂川 第一統合堰

可動堰（スピンドル式）　
高１．０m
巾２．０m

76 〃 神沢川二之堰 伊勢崎市波志江町２－４ 　　　〃

〃

78 早川 谷替戸堰 伊勢崎市曲沢町

77 〃 前橋市新井町地先

81

伊勢崎市国定町 自動転倒堰

80 〃 伊勢崎市国定町１－１２４５ 　　　〃

79

早川宮下堰水組合 伊勢崎市田部井町２－１４０ 　　　〃

82 〃 伊勢崎市東町 　　　〃

〃 伊勢崎市 角落とし
建設部
治水課

84

83 〃 早川第二統合堰 伊勢崎市東小保方町１８７２ 　　　〃

手動捲上式

85 〃 早川第一統合堰 自動転倒堰

86 〃 上武幹川排水門 角落とし

87 〃 西今井樋門 　　　〃

〃  　　〃 手動捲上式

　　 〃

88 〃 三ツ木樋門 　　　〃 　　　〃

焼却場樋門 　　　〃 HP９００mm
建設部
治水課

90 〃 手動捲上式 HP９００mm 　　  　〃

92

 　　〃 　　　〃 HP８００mm 　　  　〃

93 〃 　　　〃

94 〃

　　　〃

96 〃  　　〃 　　　〃 HP１０００mm 　　  　〃 　　　〃

95 〃

98 〃 　　 〃 　　　〃 HP６００mm

97 〃  　　〃 　　　〃

電動捲上式制水門

99 大川 大川一ノ堰 伊勢崎市山王町３９９３

〃 伊勢崎市寿町101

100 男井戸川 上諏訪町制水門 伊勢崎市
伊勢崎市上諏訪町
１４５２－２

103 剛志用水
南部第２雨水幹線
サイホンゲート

〃 伊勢崎市羽黒町 　　　〃

104 波志江上沼 伊勢崎市波志江町3096-1

華蔵寺沼 伊勢崎市 伊勢崎市華蔵寺町

105 波志江下沼 伊勢崎市波志江町2768

106

107 新沼 伊勢崎市本関町1215

108 鯉沼 伊勢崎市三和町２００９－１

　　  　〃 　　　〃

102 〃

自動捲上式

北部第３雨水幹線
流入ゲート

〃 伊勢崎市柳原町 　　　〃

雨水幹線 北部排水区仕切ゲート

89 〃 逆流防止付 HP６００ｍｍ
建設部
治水課

伊勢崎市

91 〃  　　〃 逆流防止付 HP６００ｍｍ 　　  　〃 　　　〃

　　　〃

建設部
治水課

　　　　〃 　　　〃

〃

　　　〃

伊勢崎市

建設部
治水課

　　  　〃
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№ 河川名 施設名 所管 位置 責任者 電話番号規模・操作方法

蟹沼

水利組合

０２７０
２４－５１１１

東久保

水利組合

五反田沼

水利組合

早川第一統合堰

水利組合

佐波新田用水

土地改良区

東新井

水利組合

農政部
農政課

〃

蟹沼 伊勢崎市波志江町３７１５－１

110 天野沼 伊勢崎市 伊勢崎市豊城町２８３３

109

111 磯沼 伊勢崎市磯町350-1

113

116

下渕名東沼 伊勢崎市境下渕名3115

114 伊与久沼 伊勢崎市境伊与久3098

115 東新井溜池１号 伊勢崎市境東新井６７９

東新井溜池２号 伊勢崎市境東新井７０４

117 東新井溜池３号 伊勢崎市境東新井６３１〃

112 五反田沼 伊勢崎市東小保方町２９４３
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あずま支所

赤堀支所

北分署

東消防署

○
飯玉堰

東堰
○

○
第一統合堰
（西桂川）

○

（やがいど）

谷替戸堰

○
昭和堰

○
天神堰

○
宮下堰

○
岡ノ前堰

○
早川第二統合堰

○
早川第一統合堰

○
天増寺堰

伊勢崎市役所

境支所

伊勢崎消防署

境消防署

○
下茂呂開田堰

（保泉剛志用水）

大川一ノ堰
○

西分署

豊受用水堰
（韮川）○

大正寺堰
（韮川）○

○

飯島堰
（韮川）

北向堰
（韮川）

○

八郷堰
（韮川）

○

田中島堰
○

○
清内堰

三ツ又堰
（韮川）○

山王堰
（韮川）○

宮子堰
○

○
連取堰

○
統合堰

○
神沢川二之堰

神沢川一之堰
○

長沼堰
（韮川）

○

○

○

十八号堰
○

付図③（第７章第５関係) 堰 位置図

粕川一ノ堰

粕川二ノ堰

南分署

赤堀消防署
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別表第2　堰、水門及びため池

中　　　島
排水樋門

〃 境南部都市下 境中島 高１．８m
水路排水樋門 （左岸中島橋下） 巾２．５m

 　　〃　　茂呂町一丁目

伊勢崎市役所

あずま支所

赤堀支所

境支所

北分署

西分署

伊勢崎消防署

東消防署

境消防署

③ ⑫②

⑭

②

⑩
⑪

⑫

⑨

⑧
⑦
⑥

⑤

③

④

②

⑦⑥

⑨

⑩

⑪

⑬

⑭

⑧

⑨ ⑩ ⑪

①

①①

②

⑧

③

①

②

③ ④

⑤

⑥
⑦

②

①
⑫

○
八坂・神沢川架樋水門

①

⑮

⑬

①

付図④（第７章第５関係) 水門 位置図

南分署

赤堀消防署

① ④⑤

① 柴町排水樋管 ① 境北部工業団地排水樋門

② 境平塚排水樋門 ② 上武幹川排水門

③ 西今井樋門

① 西部第１２雨水幹線ゲート ④ 三ツ木樋門

② 広瀬雨水幹線放流ゲート ⑤ 三ツ木排水路早川樋門

③ 大川逆流防止水門 ⑥ 駅北都市下水路早川樋門

④ 南部第一排水ポンプ場 ⑦ 佐波新田用水早川樋門

⑤ 吉原川樋管 ⑧ 焼却場樋門

⑥ 南部第４雨水幹線放流ゲート ⑨ 女塚１号排水樋門

⑦ 南部第２雨水幹線放流ゲート ⑩ 女塚２号排水樋門

⑧ 下武士１号水門 ⑪ 境中央排水樋門

⑨ 下武士２号水門 ⑫ 上水早川排水樋門

⑩ 第２水源地排水樋門

⑪ 下武士都市下水路排水樋門 ① 宮郷工業団地排水樋門

⑫ 中島排水樋門 ② 小此木排水樋門

⑬ 境南部都市下水路排水樋門 ③ 北向排水樋門

⑭ 北向排水樋門

① 北部排水区仕切ゲート

① 北部第５雨水幹線放流ゲート ② 北部第３雨水幹線流入ゲート

② 北部第１雨水幹線放流ゲート

③ 北第２小東雨水幹線放流ゲート ① 上諏訪町制水門

④ 東部第２之１雨水幹線ゲート

⑤ 宮前２号樋管 ① 南部第２雨水幹線サイホンゲート

⑥ 伊勢崎佐波工業団地１号樋門

⑦ 伊勢崎佐波工業団地２号樋門

⑧ 伊与久樋門

⑨ 田島粕川樋門

⑩ 伊与久１号排水樋門

⑪ 伊与久２号排水樋門

⑫ 剛志大橋樋管

⑬ 保泉樋門

⑭ 上武士流末排水樋門

⑮ 上武士樋門

剛志用水

男井戸川

利根川

広瀬川

粕川

早川

韮川

雨水幹線
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伊勢崎市役所

あずま支所

赤堀支所

境支所

北分署

西分署

伊勢崎消防署

東消防署

境消防署

⑪ ⑬

⑭
⑫

⑤④

⑦

⑧

⑩

①

⑥

③

②

付図⑤（第７章第５関係） ため池 位置図

南分署

赤堀消防署

⑨

位　置 名　　称

① 波志江上沼

② 波志江下沼

③ 華蔵寺沼

④ 新沼

⑤ 鯉沼

⑥ 蟹沼

⑦ 天野沼

⑧ 磯沼

⑨ 五反田沼

⑩ 下渕名東沼

⑪ 伊与久沼

⑫ 東新井溜池１号

⑬ 東新井溜池２号

⑭ 東新井溜池３号
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別表第３（第８章第１関係）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

伊
勢
崎
消
防
署
水
防
倉
庫

 
太
田
水
防
倉
庫

 
華
蔵
寺
水
防
倉
庫

 
南
分
署
水
防
倉
庫
 
 
 
 
※

 
西
分
署
水
防
倉
庫
　
　
　
　
※

 
赤
堀
消
防
署
水
防
倉
庫

 
東
消
防
署
水
防
倉
庫

 
境
消
防
署
水
防
倉
庫
　
 
 
※

 
境
支
所
水
防
倉
庫
　
 
 
 
※

 
境
防
災
セ
ン
タ
ー

水
防
倉
庫
※

 
境
島
村
公
民
館
水
防
倉
庫
　
※

 
境
平
塚
水
防
倉
庫
　
　
　
　
※

 
境
三
ツ
木
水
防
倉
庫

 
伊
勢
崎
下
流
域
水
防
倉
庫

 
道
路
管
理
課
分
室
水
防
倉
庫
※

伊
勢
崎
消
防
署
長

伊
勢
崎
消
防
署
長

伊
勢
崎
消
防
署
長

伊
勢
崎
消
防
署
長

伊
勢
崎
消
防
署
長

赤
堀
消
防
署
長

東
消
防
署
長

境
消
防
署
長

境
消
防
署
長

境
消
防
署
長

境
消
防
署
長

境
消
防
署
長

境
消
防
署
長

境
消
防
署
長

道
路
管
理
課
長

完成土のう 個 400 260 350 340 645 403 374 950 300 26 600 840 5,488

土のう袋 枚 5,277 3,800 3,400 1,700 2,000 1,760 2,655 2,300 1,200 1,300 3,200 1,800 2,015 1,589 33,996

スーパー土のう袋 枚 0

木杭 本 48 20 200 39 8 3 21 80 5 424

丸太 本 71 20 7 31 24 153

鉄杭 本 79 21 9 360 59 70 9 607

鉄杭(黄・黒柄) 本 382 191 475 200 87 88 80 198 55 50 87 43 53 40 2,029

パイプ杭(Φ40mm) 本 107 35 14 30 186

縄 巻 6 5 6 5 4 3 29

ロープ(黄・黒柄) 巻 3 2 3 3 2 7 2 4 2 28

ビニールロープ 巻 11 2 13 5 2 5 2 3 2 2 2 2 2 53

鉄線 ㎏ 80 30 75 50 8 40 25 10 50 30 20 20 30 468

ビニールシート 枚 32 4 5 4 5 11 7 7 3 5 5 5 5 5 2 105

釘 ㎏ 4 4 4 12

軽量鋼板 枚 45 12 30 48 135

シート張り 枚 0

塩ビ パイプ 本 6 1 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 1 24

竹とげ 丁 3 2 1 1 1 1 20 29

剣先スコップ 丁 64 30 40 41 20 22 16 31 11 23 34 21 25 27 7 412

角スコップ 丁 28 7 5 7 11 11 5 15 89

掛矢 丁 23 20 27 10 4 6 7 8 4 4 5 5 3 4 4 134

なた 丁 4 5 6 4 2 5 5 3 4 4 7 6 4 4 3 66

かま 丁 18 10 20 9 2 11 8 6 7 5 8 9 5 5 9 132

のこぎり 丁 14 15 19 5 3 7 6 8 8 10 11 9 7 4 4 130

斧(大＝杭ごしらえ可） 丁 5 6 1 1 1 2 1 2 19

斧(小） 丁 2 2 5 5 2 2 2 2 1 3 3 2 1 32

唐ぐわ 丁 5 4 4 3 4 4 1 3 2 2 3 2 2 39

つるはし 丁 11 11 25 7 4 5 5 2 2 2 4 4 2 2 8 94

ペンチ 丁 6 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 32

ハンマー（両手） 丁 7 2 1 11 10 5 6 5 2 3 3 2 2 1 2 62

ハンマー（片手大） 丁 16 6 1 3 26

ハンマー（片手小） 丁 13 13 10 6 2 4 12 1 6 11 13 8 5 2 106

鉄線カッター 丁 5 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 28

バール 丁 3 2 2 3 2 2 1 4 2 2 4 2 2 3 5 39

しの 丁 3 2 4 7 2 1 19

もっこ 台 10 2 12

たこづち 丁 11 2 2 2 2 2 21

一輪車 台 3 1 1 2 2 2 2 13

水防マット 枚 4 2 6

チェンソー 機 2 1 1 1 1 1 4 11

排水ポンプ 基 1 1 4 6

器

具

水防倉庫、水防資器材及び管理担当                                                           ※はアルミ製コンテナ

水
　
防
　
倉
　
庫
　
別

番　号

　
　　　　　　　　　　　　　管
　　　　　　　　　　　　　理
　　　　　　　　　　　　　担
　　　　　　　　　　　　　当
　　　　　　　　　　　　　別
　　　資　器　材　別

合
　
計

資

材
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付図⑥（第８章第１関係） 伊勢崎市水防倉庫及び水位観測所 位置図

伊勢崎市役所

あずま支所

赤堀支所

境支所

水防倉庫

水位観測所

一級河川

準用河川

蕨

沢

川

鏑
木

川

粕

川

川

桂

神

沢
川

桂
川

西

荒
砥

川

赤
坂
川平

釜
川

瀬 川

広

川

桃

木

韮

川

放

水

路

川

藤

東
川

藤

大
川

韮

川

川

根

利

韮

川

広

瀬
川

早

川

早

川

早

川

男

井

戸

川

粕

川

蛇
川

赤

川
沼

境三ツ木水防倉庫

境島村公民館水防倉庫

国交省八斗島（出）
観測所

三光観測所

八幡観測所

松原橋観測所

下武士観測所

東消防署水防倉庫

太田水防倉庫

華蔵寺水防倉庫

境平塚水防倉庫

西分署水防倉庫

赤堀消防署水防倉庫

伊勢崎下流域水防倉庫

道路管理課分室水防倉庫

南分署水防倉庫

上福島観測所
（福島橋付近）

堀口観測所

境保泉観測所

伊勢崎消防署水防倉庫

境消防署水防倉庫

境防災センター水防倉庫

境支所水防倉庫
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 別表第４（第１０章第２関係）　

洪水
（71）

地震(97)

1 北小学校 曲輪町２８－２４ 0270-25-4450 ○ ○ ○

2 図書館 曲輪町２２－２１ 0270-23-2346 ○ ○ ○

3 第一幼稚園 曲輪町２４－２６ 0270-25-0320 ○ ○ ○

4 北公民館 平和町２７－３２ 0270-25-4547 ○ ○ ○

5 北第二小学校 宗高町１２５ 0270-25-4454 ○ ○ ○

6 華蔵寺公園・市民体育館 堤西町９３ 0270-23-7244 ○ ○ ○

7 伊勢崎工業高等学校 中央町３－８ 0270-25-3216 ○ ○ ○

8 南小学校 上泉町３１０ 0270-25-4452 ○ ○ ○

9 伊勢崎興陽高等学校 上泉町２１２ 0270-25-3266 ○ ○ ○

10 南公民館 上泉町６１９－１ 0270-26-8333 - ○ ○

11 ふくしプラザ 中央町２６－２２ 0270-26-7733 ○ ○ ○

12 伊勢崎清明高等学校 今泉町二丁目３３１－６ 0270-25-5221 ○ ○ ○

13 殖蓮幼稚園 上植木本町２７４０－２ 0270-26-4561 - ○ ○

14 殖蓮公民館 上植木本町２７６０ 0270-26-4560 - ○ ○

15 殖蓮中学校 上植木本町２１５２－２ 0270-25-4445 ○ ○ ○

16 四ツ葉学園中等教育学校 上植木本町１７０２－１ 0270-21-4151 ○ ○ ○

17 殖蓮第二小学校 下植木町１２０３ 0270-25-3617 ○ ○ ○

18 文化会館 昭和町３９１８ 0270-23-6070 ○ ○ ○

19 絣の郷 昭和町１７１２－２ 0270-21-6711 ○ ○ ○

20 教育研究所 鹿島町５８１－１ 0270-23-2469 - ○ ○

21 殖蓮小学校 上植木本町２７６３ 0270-25-4440 ○ ○ ○

22 第一中学校 茂呂町一丁目２４－１ 0270-25-4456 - ○ ○

23 伊勢崎高等学校 南千木町５２３９－１ 0270-40-5005 ○ ○ ○

24 茂呂小学校 茂呂町二丁目２１６９－１ 0270-25-4441 ○ ○ ○

25 茂呂公民館 美茂呂町３０３２－７ 0270-25-2671 - ○ ○

26 広瀬小学校 新栄町４０７４－１ 0270-25-4453 ○ ○ ○

27 広瀬生涯学習館 ひろせ町４０８０－５ 0270-23-4445 - ○ ○

28 総合教育センター・みらい共創中学校 今泉町一丁目２３３－２ 0270-26-9211 ○ ○ ○

29 児童センター 粕川町１６０９ 0270-23-6463 ○ ○ ○

30 隣保館 山王町１４２２－１ 0270-23-3461 - ○ ○

31 三郷公民館 波志江町１０２９ 0270-23-1952 ○ ○ ○

32 三郷小学校 波志江町１６２０ 0270-25-4442 ○ ○ ○

33 第三中学校 波志江町１９０３－１ 0270-24-2151 ○ ○ ○

34 伊勢崎商業高等学校 波志江町１１１６ 0270-25-4551 ○ ○ ○

35 青少年育成センター 波志江町２２３７－６ 0270-23-5800 ○ ○ ○

36 宮郷中学校 田中島町１０６５ 0270-25-4448 ○ ○ ○

37 宮郷幼稚園 田中島町１４８６－８ 0270-24-4373 - ○ ○

38 宮郷公民館 田中島町１１０２ 0270-25-2356 - ○ ○

39 宮郷小学校 田中島町１４７５－４ 0270-25-4443 ○ ○ ○

40 宮郷第二小学校 連取町３０６９－１ 0270-40-5110 ○ ○ ○

41 西部公園 連取本町１ - - ○ -

42 名和公民館 堀口町４９２ 0270-32-0034 - ○ ○

43 名和小学校 堀口町５０２－１ 0270-32-0072 ○ ○ ○

44 名和幼稚園 堀口町２６０ 0270-32-2080 - ○ ○

45 第二中学校 堀口町２３７－１ 0270-32-0047 ○ ○ ○

46 上武大学 戸谷塚町６３４－１ 0270-32-1010 ○ ○ ○

47 いせさき市民のもり公園 山王町２６６３ 0270-20-3333 - ○ -

48 東京福祉大学 山王町２０２０－１ 0270-20-3671 ○ ○ ○

49 清掃リサイクルセンター２１ 柴町９５４ 0270-32-3166 ○ ○ ○

50 坂東小学校 除ケ町４２２ 0270-32-7077 ○ ○ ○

51 第四中学校 下道寺町２６ 0270-32-8105 ○ ○ ○

52 ほっとる～む・南部教室　 下道寺町１６３－１ 0270-32-0467 - ○ ○

53 豊受公民館 馬見塚町１２９６ 0270-32-0350 ○ ○ ○

54 豊受小学校 馬見塚町１１３０ 0270-32-0280 ○ ○ ○

55 市民プラザ 富塚町２２０－１３ 0270-32-9488 ○ ○ ○

56 子供のもり公園伊勢崎 馬見塚町１８０８－１ 0270-31-3778 - ○ ○

指定緊急避難場所・指定一般避難所・福祉避難所・指定福祉避難所等

№ 施設・場所名 住所 電話番号
指定緊急避難場所

指定一般避難所
（95カ所）
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 別表第４（第１０章第２関係）　

洪水
（71）

地震(97)

57 赤堀公民館 西久保町二丁目８１ 0270-62-1153 ○ ○ ○

58 赤堀保健福祉センター 西久保町二丁目１２３－１ 0270-20-2210 ○ ○ ○

59 赤堀児童館 西久保町二丁目１０５ 0270-63-1001 ○ ○ ○

60 あかぼり幼稚園 西久保町二丁目１００ 0270-62-3744 ○ ○ ○

61 赤堀小学校 西久保町一丁目７２ 0270-62-0049 ○ ○ ○

62 赤堀南小学校 堀下町２６４－１ 0270-63-0055 ○ ○ ○

63 赤堀中学校 西久保町二丁目３２９－１ 0270-62-0133 ○ ○ ○

64 赤堀東小学校 香林町一丁目２６０－２ 0270-20-2811 ○ ○ ○

65 赤堀南児童館 堀下町２７６ 0270-62-8723 ○ ○ ○

66 赤堀あさひ児童館 香林町一丁目１３４８－１ 0270-63-1616 - ○ ○

67 赤堀体育館 西久保町二丁目８１ 0270-62-1930 ○ ○ ○

68 あずま小学校 東町２７７０ 0270-62-7000 ○ ○ ○

69 あずま中学校 東町２７０７－２ 0270-62-0054 ○ ○ ○

70 あずま北小学校 国定町二丁目１６２７ 0270-63-1333 ○ ○ ○

71 あずま公民館 田部井町三丁目２０９０ 0270-62-0115 ○ ○ ○

72 あずま体育館 田部井町三丁目２０９０ 0270-62-7271 ○ ○ ○

73 あずま南小学校 三室町４２９０ 0270-62-0132 ○ ○ ○

74 あずまスタジアム 田部井町三丁目１９０８ 0270-62-7271 ○ ○ ○

75 みやまセンター 東小保方町３２４３－２ 0270-63-0345 - ○ ○

76 あずま幼稚園 東町２６７２－１ 0270-62-0241 ○ ○ ○

77 精神医療センター 国定町二丁目２３７４ 0270-62-3311 ○ ○ ○

78 境小学校 境５１５ 0270-74-0036 ○ ○ ○

79 伊勢崎高等特別支援学校 境４９２ 0270-74-1991 ○ ○ ○

80 境南中学校 境１８８ 0270-74-0635 - ○ ○

81 境体育館 境６０９－１ 0270-74-1113 - ○ ○

82 境武道館 境萩原１７５０－２ 0270-74-3905 - ○ ○

83 境公民館 境５９８－１ 0270-74-5105 - ○ ○

84 境采女小学校 境下渕名２０２０ 0270-76-0010 ○ ○ ○

85 境采女公民館 境下渕名２０２３－１ 0270-76-0013 ○ ○ ○

86 境北中学校 境下渕名２０１１－１ 0270-76-0003 ○ ○ ○

87 境西中学校 境下武士８７２－２ 0270-74-1068 ○ ○ ○

88 境剛志小学校 境下武士８３１ 0270-74-0037 ○ ○ ○

89 境剛志公民館 境下武士８６２－３ 0270-74-0168 - ○ ○

90 旧境島小学校 境島村１９６８－４０ 0270-74-9346 ○ ○ ○

91 境島村公民館 境島村２７２０ 0270-74-9345 - ○ ○

92 境東小学校 境米岡２５３－２ 0270-74-0327 ○ ○ ○

93 境東公民館 境米岡７６４－１ 0270-74-0453 - ○ ○

94 境社会福祉センター 境女塚２９６ 0270-74-7337 - ○ ○

95 境産業振興会館 境新栄１３－６ - ○ ○ ○

96 境児童センター 境新栄１２－４ 0270-70-6100 ○ ○ ○

97 境総合文化センター 境木島８１８ 0270-76-2222 ○ ○ ○

№ 施設名 住所 電話番号 洪水 地震

1 ふくしプラザ 中央町２６－２２ 0270-26-7733 ○ ○

2 市民プラザ 富塚町２２０－１３ 0270-32-9488 ○ ○

3 赤堀保健福祉センター 西久保町二丁目１２３－１ 0270-20-2210 ○ ○

4 みやまセンター 東小保方町３２４３－２ 0270-63-0345 - ○

5 境地域福祉センター 境上武士９７２－１ 0270-74-5294 - ○

6 健康管理センター 太田町１１７８ 0270-23-6675 ○ ○

指定福祉難所

№ 施設名 住所 電話番号 洪水 地震

1 県立伊勢崎特別支援学校 粕川町１００３ 0270-25-4461 - ○

2 伊勢崎市障害者センター 西田町７１ 0270-75-5530 ○ ○

3 特別養護老人ホームあいの詩 田中島町１１６９ 0270-24-3888 - ○

4 特別養護老人ホーム愛老園 太田町６８６ 0270-23-2277 - ○

5 看護小規模多機能施設広瀬 安堀町１１７８－１１ 0270-23-2266 ○ ○

6 特別養護老人ホームアミーキ 磯町４３５－１ 0270-20-2121 ○ ○

電話番号
指定緊急避難場所

指定一般避難所
（95カ所）

福祉避難所

№ 施設・場所名 住所
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 別表第４（第１０章第２関係）　

№ 施設名 住所 電話番号 洪水 地震

7 特別養護老人ホームいこいの里 境上武士１０１７－１ 0270-74-4976 - ○

8 特別養護老人ホーム銀杏の丘 境上渕名１０１０－１ 0270-76-7564 ○ ○

9 恵風荘デイサービスセンター 韮塚町１１ 0270-22-2020 - ○

10 特別養護老人ホームぶどうの郷 宮古町１２８－１ 0270-20-1313 〇 ○

11 ことぶきの郷 波志江町１９７６－５ 0270-70-4165 〇 ○

12 特別養護老人ホームサルビア荘 国定町二丁目２３４５ 0270-20-8090 〇 ○

13 特別養護老人ホームゆたか 馬見塚町１１９６－１ 0270-20-3311 〇 ○

14 特別養護老人ホームローズヒル 北千木町１１２６ 0270-40-5106 〇 ○

15 特別養護老人ホームロータスヴィレッジ 豊城町２７８０－２ 0270-26-9101 〇 ○

16 特別養護老人ホームなごみ 本関町１２１６－１ 0270-75-6680 - ○

17 特別養護老人ホームGreen Rose 安堀町７８９－３ 0270-21-1108 〇 ○

18 特別養護老人ホーム小泉の杜 田部井町三丁目２０１７－２ 0270-62-2000 〇 ○

19 高齢者複合施設いせさき 境上武士６０３番地３ 0270-75-0075 〇 ○

20 指定障害福祉サービス事業所　天啓園 柴町８９６－４ 0270-32-0272 - ○

21 指定障害者支援施設第二天啓園 柴町８９６－４ 0270-32-8544 - ○

22 はぐるまホーム 東上之宮町８９３－２ 0270-25-5123 - ○

23 指定障害福祉サービス事業所　かざぐるま 西久保一丁目５０－１ 0270-61-8611 ○ ○

24 伊勢崎市福祉作業所 柴町８９６－４ 0270-31-0680 - ○

25 伊勢崎市うえはす福祉作業所 上植木本町２１９５－２ 0270-22-4013 - ○

26 伊勢崎市あかねの館福祉作業所 磯町４０９－２ 0270-63-4340 ○ ○

27 障害福祉サービス事業所くわのみ 境女塚２８８３－１ 0270-74-0811 - ○

28 さくらんぼホーム 境新栄１－５ 0270-76-1912 - ○

29 伊勢崎市桑の実福祉作業所 境新栄１３－７ 0270-76-1768 - ○

30 伊勢崎市デイ・サービスセンターまゆ 境女塚２８８３－１ 0270-74-0811 - ○

31 伊勢崎市地域活動支援センターあずま 国定町二丁目１５２７－１ 0270-62-9920 ○ ○

32 就労継続支援Ｂ型事業所やよい 境美原１５－６ 0270-61-8138 - ○

33 地域活動支援センタ－のあ福祉作業所 東町２６７１－１ 0270-63-6115 ○ ○

34 障害福祉サービス事業所あみ 三和町２１０６－１ 0270-21-0339 ○ ○

人間の生活場所にペットを持ち込むことができる避難施設

№ 施設名 住所 電話番号 洪水 地震

1 第二市民体育館 乾町７５－５ 0270-23-7015 ○ -

※指定福祉避難所とは、施設を利用している高齢者や障害者などの要配慮者やその家族のみが避難できる避難所と
なります。
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